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○日時 令和６年12月16日 午前10時00分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第12号 令和６年度網走市一般会計補正 

予算中、所管分 

───────────────────── 

○出席委員（７名） 

 委 員 長    永 本 浩 子 

 副 委 員 長    村 椿 敏 章 

 委 員    金 兵 智 則 

            栗 田 政 男 

            里 見 哲 也 

            古 田 純 也 

            古 都 宣 裕 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○議 長    平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○傍聴議員（８名）   石 垣 直 樹 

            井 戸 達 也 

小田部   照 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

深 津 晴 江 

松 浦 敏 司 

山 田 庫司郎 

 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 市民環境部長    田 邊 雄 三 

 生活環境課長    寺 口 貴 広 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    和 田   亮 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開会 

○永本浩子委員長 ただいまから、文教民生委員会を

開会いたします。 

 まず初めに、大空町の松川一正町長より網走市議会

平賀議長宛に、網走市議会文教民生委員会における発

言の撤回等についてという文書が届いております。 

この件に関しまして、まず村椿委員より発言を求め

られておりますので、それを許可いたします。 

○村椿敏章委員 発言の謝罪と発言の撤回の機会を与

えていただき、ありがとうございます。 

去る12月６日開催の網走市議会文教民生委員会の請

願審査の際、私こと、村椿敏章が「３つの自治会のみ

しか相談していなかったと、話していなかった」と発

言したことが、大空町民の皆さんに不信感を抱かせて

しまったこと、そして御理解いただいている皆さん、

町民の皆さんを侮辱するような発言となりましたこと

を深く反省しております。 

つきましては、この発言は撤回させていただきま

す。 

改めて深くお詫びを申し上げます。 

その発言は議事録の11ページであります。 

発言の冒頭、「今、ごみ処理施設を考える会の高木

さんのお話を聞いて、やはり白紙撤回という形にはな

りましたけれども、建設場所が東藻琴になったという

ことについて、３つの自治会のみしか相談していなか

ったと、話していなかったという部分も含めて、やは

り住民の合意がなかったというのが一番の問題なので

はないのかと思うんです。」 

この部分について、議事録から削除のお取り計らい

をお願いいたします。 

○永本浩子委員長 それでは、ただいま村椿委員よ

り、12月６日の文教民生委員会における発言に関して

議事録の削除のお願いがありましたけれども、了承す

るということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのようにさせていただきます。 

それでは、先ほどの松川町長の撤回等に関する文書

ですけれども、サイトブックスのほうにも上げてあり

ますので、御覧になっていただければと思います。 

 

○永本浩子委員長 それでは、本日の委員会では、12

月12日に継続審査となっております議案第12号につい

て審査いたします。 
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また、村椿委員より修正案が提出されておりますこ

とを御報告いたします。 

それでは、まず初めに、12月12日に要求した資料に

つきまして説明を求めます。 

○寺口貴広生活環境課長 債務負担行為の補正資料に

ついて御説明申し上げます。 

１．補正額の内訳ですが、人件費が１億2,082万

1,000円、車両損料が3,227万5,000円、燃料費が1,493

万6,000円、諸経費が4,235万2,000円、小計で２億

1,038万円となり、消費税2,103万8,000円を加えた２億

3,141万8,000円が１年度当たりの積算額となり、今回

補正額として提案させていただいているのは、その３

年分の総額である６億9,425万4,000円となっておりま

す。 

なお、参考として、下段に令和６年度の積算額を記

載しております。 

また、内訳として、破砕リサイクル施設と最終処分

場ごとの金額を記載しております。 

続きまして、２の事業者選定に係るスケジュール

（案）です。 

公告を令和６年12月中旬に行い、以下、質問受付期

間を12月中旬から下旬までとし、施設見学を12月下

旬、質問回答を令和７年１月上旬に行い、参加表明受

付期間を令和６年12月中旬から令和７年１月中旬まで

とし、事業者参加決定を１月中旬に行います。その

後、企画提案書提出期間を１月中旬から２月上旬まで

設け、提案の審査を２月中旬に行います。受託候補者

の決定は２月下旬を予定しているところです。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 説明が終わりましたので、ただい

まの説明に関して、また12日からの継続審査の内容に

関して質疑を行いたいと思います。 

質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 まずですね、追加で資料を頂きまし

たけれども、参考として令和６年度、これ合計は載っ

ているんですけれども、比較するのであれば、せっか

くなので人件費とか車両損料とか、こういったことも

幾ら上がったのかなというのを知りたいので細かい数

字を教えてください。 

○寺口貴広生活環境課長 令和６年度の内訳でござい

ますが、まず初めに人件費です。破砕リサイクル施設 

9,031万8,000円、最終処分場2,712万3,000円、合わせ

まして１億1,744万1,000円です。次に、車両損料で

す。破砕リサイクル施設784万2,000円、最終処分場

1,681万6,000円、合わせて2,465万8,000円。次に、燃

料費です。破砕リサイクル施設266万6,000円、最終処

分場789万1,000円、合わせて1,055万7,000円。続いて

諸経費です。破砕リサイクル施設2,603万7,000円、最

終処分場725万7,000円、合わせて3,329万4,000円とな

っております。ここまでの小計ですが、破砕リサイク

ル施設１億2,686万円、最終処分場5,909万円、合わせ

て１億8,595万円。消費税ですが、破砕リサイクル施

設1,268万6,000円、最終処分場590万9,000円、合わせ

て1,859万5,000円。合計ですが、破砕リサイクル施設

１億3,954万6,000円、最終処分場6,499万9,000円、合

わせまして２億454万5,000円となっております。 

以上でございます。 

○古都宣裕委員 これで見ると全体的にアップしては

いるんですけれども、人件費のアップ分というのは全

体的な賃上げという部分だとは思います。ただです

ね、最終処分場、先ほど2,712万3,000円が令和６年度

って言っていましたか。それでいくと、令和７年度、

今回見ているのは2,431万円になるので減額している

のかなみたいな感じになるのですけれども、どうです

かね。僕が今聞き間違えたのかな。 

○寺口貴広生活環境課長 最終処分場の人件費の部分

でいきますと、比較すると281万3,000円のマイナス、

減額となっております。こちらにつきましては、従

前、廃棄物の処理に係る歩掛単価がないということ

で、公共工事の労務単価を使っておりました。そこは

一部諸経費も包含するような形で計算しておりまし

て、わかりにくいという面もあったことから、今回は

諸経費を明確に分けまして別途計上したことから、そ

ちらの部分についてはマイナスとなって現れていると

ころでございます。 

○古都宣裕委員 全体的に金額自体をアップしている

ので、アップしたのかなと思って見ると、今度、破砕

リサイクルのほうが、車両損料が1,659万6,000円マイ

ナスなんですけれども、これはどういうことですか。 

○寺口貴広生活環境課長 破砕リサイクル施設の損料

でございますが、令和７年度につきましては1,052万

7,000円、令和６年度につきましては784万2,000円と

いうことで、268万5,000円増額となっているところで

ございます。 

○古都宣裕委員 すみません。僕の入れていた計算式

がちょっと変なことになっていました。失礼しまし

た。 

全体的にアップしている部分と減額の、先ほど言っ

た最終処分場のやつは、人数的には差異はないけれど

も、その反映する工事の労務単価とかじゃなく別のも
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のをやったからという理由なんですけれども、払われ

る人件費というのは、じゃあ総額的にマイナスになる

んですかね。実際に働いている方の給与というのは、

差異はない感じなんですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 こちらの積算額につきまし

ては市の積算額でございますので、実際に働いている

方に支払われている給与というのは、この積算額全体

の総額の中でそれぞれ事業者が計算して支払われてい

ると思いますので、この積算が下がったことをもって

下がるということはないと考えております。 

○古都宣裕委員 人件費として支払われていた部分が

下がったけれども、人の給料は下がらないのは、もち

ろん事業者さんが裁量でやっていることなのでわから

ないけれども、多分下がらないみたいな感じじゃない

ですか。普通だったら、割り振られている部分で下げ

られたら、事業者の中でも割り振りというのは難しく

なってくるんだと思うんですが、その辺は大丈夫なん

ですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 今回、この令和７年度以降

の分につきましては、破砕リサイクル施設、最終処分

場１つの事業として委託するものでありまして、直接

人件費の総体では３％、諸経費を合わせると８％増額

となっておりまして、限度額総体でも13％の上昇であ

りますので、人件費のほか、燃料費なども含めてそう

いった上昇には対応できていると考えております。 

○古都宣裕委員 じゃあ今回ですね、この参考見積り

とかも今見ましたけれども、諸経費とかいろいろ見て

いるとは思うんですけれども、今２つの事業者が実際

にやっていると思うが、今回この金額を出すに当たっ

てですよ、それぞれ参考見積りなど実際に動いて、ど

のような形かというのは、見込みみたいなものをもら

ったりとかというのはあったんですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 見積書という形では取って

おりませんけれども、参考となる情報などについては

意見交換などを通じて収集しているところでございま

す。 

○古都宣裕委員 それは、今現在動いている破砕リサ

イクル、最終処分場、それぞれの事業者に意見交換を

したという理解ですか。 

○寺口貴広生活環境課長 そのように認識しておりま

す。 

○古都宣裕委員 この間調べたときに、１つの事業者

に対して意見交換とかはあったんですかと聞いたとこ

ろ、なかったというような話なんですけれども、本当

にしたという認識ですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 私のほうで事業所のほうに

行きまして、車両損料の考えですとか最近の賃金の動

向などについてお聞きしたところです。 

○古都宣裕委員 言った言っていない、やったやって

いないの議論になってもしようがないんですけれど

も、これまでですね、急に市が見積りを出すときとい

うのは、コンサルか何かが入った上で、減容効果を出

すためにこうやった上で、それを毎年、令和６年度で

言うと一般競争入札にした上で出していってというよ

うな形だと思うんですけれども、それをやめて急にプ

ロポーザルにしようと思ったのは、もう一度聞きたい

んですが、何でですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 一般廃棄物の処理業務の入

札方法などについてですけれども、従前、破砕リサイ

クル施設維持管理業務、埋立処分場維持管理業務、資

源収集運搬業務をまとめた業務と、生ごみ堆肥施設維

持管理業務、一般廃棄物収集運搬業務をまとめた業務

の２つの業務を指名競争入札により執行し、３年間の

長期委託契約としてきたところですが、令和６年度の

入札に際しましては、指名競争入札が成立しない恐れ

があったことから、一般競争入札に切り替えて、参加

事業者を広げるために事業を分割したところでござい

ます。 

また、令和６年度につきましては、７年度以降の実

施体制に変更の可能性があったことから単年度契約に

したという経緯がございます。 

本来、事業者の決定につきましては競争に基づくも

のと認識しておりますが、その上で最終処分場の延命

化という課題に対して、それに相応する技術、経験な

どを有する事業者を選定する必要があると判断したと

ころから、今回プロポーザル方式を採用することとし

たものでございます。 

○古都宣裕委員 一般競争入札になった経緯も今改め

て言っていただいたんですけれども、これまで、そも

そもですね、競合していた中で２社ともじゃあ入札し

ませんとなったから、ちょっと成立しないということ

だったんですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 指名競争入札につきまして

は１社だけだと成立しないので、一方の事業者が参加

しない可能性があったということから一般競争入札に

切り替えたところでございます。 

○古都宣裕委員 僕の認識では、参加しないんじゃな

くて金額が合わなかったというような、以前そういう

話があったと思うんですけれども、金額が合わなくて

も、一方で金額が合う               
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（101字取り消し）そんなに成立

しないみたいな形だったんですかね。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時19分休憩 

午前10時29分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

まず、ここで、今回の委員会の議事の進め方に関し

まして議会事務局長より説明をしていただきますの

で、局長お願いいたします。 

○岩尾弘敏議会事務局長 今回の議案第12号につきま

して修正案が提出をされておりますので、村椿議員の

ほうから修正案を提出してある旨を、委員長のほうか

ら最初に冒頭申し上げました。それにつきましての取

扱いについて、修正案先議の原則というのがございま

すが、先日の審査で継続となっております部分で要求

資料についての説明が終わっておりましたので、先に

それを今進めているところでございます。その後、修

正案の部分について、原案に対する修正案でございま

すので、村椿委員から提案説明をしていただくと。そ

れに対する質疑等を行うと。それに対して、また原案

もまだ残っておりますので、原案に対する質疑をして

いただくという形になります。 

採決、表決については、両方の修正案、原案の質疑

等が終わった後に修正案から表決をいただくと。その

後、議案について採決をいただくという流れで進める

ことで、全国市議会議長会とも協議、相談をいたしま

してそういった流れにしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○古都宣裕委員 先ほどの私の一般競争入札の際に対

してはちょっと不適当な部分があったので、削除願い

ます。 

○永本浩子委員長 それでは、今古都委員のほうから

先ほどの発言に関して削除の申出がありましたが、了

承するということで皆様、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

了解いたしました。 

それでは、この要求した資料に関する質疑のみとい

うことで、ほかに質疑のある方はいらっしゃいますで

しょうか。 

○古都宣裕委員 この資料に対するですか、この原案

全体ではなくて。 

○永本浩子委員長 まずはこの資料に関する質疑とい

うことでお願いいたします。 

○古都宣裕委員 そうしたらですね、このスケジュー

ルのほうでちょっと聞きたいんですけれども、これで

すね、プロポーザルにするという中ではあまりにも時

間がないのではないかなというふうに思うんですけれ

ども、これはいかがですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 当市でこれまで行ったほか

の事業ですとか、あと他市で同様の廃棄物関係のプロ

ポーザルなどのスケジュールを参考として、この程度

であれば期間としては足りると判断し、このようなス

ケジュール感でお示しをしたところでございます。 

○古都宣裕委員 委員長、やっぱり資料というのは原

案に基づく資料なので、資料のみの質疑じゃなくて、

やっぱり原案全体の質疑にしていただきたいんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時32分休憩 

午前10時57分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

それでは、今回の委員会の議事の進め方でございま

すけれども、本来なら、原則としては修正案を先に質

疑するべきところではございますが、中身を考えます

と、先に今回要求した資料についての説明に対する質

疑と原案に対する質疑を行った後、修正案の説明並び

に質疑、そして採決に関しては、修正案のほうを先に

採決するという形で議事を進めさせていただくことが

よいのではないかと考えますが、皆様、こういった形

でよろしいでしょうか。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのようにさせていただきます。 

それでは、議案に関する質疑を続行したいと思いま

す。 

○古都宣裕委員 木曜日の質疑の中でですね、掘り戻

しは別だというようなことがわかりました。掘り戻し

を別にして、民間プロポーザルの効果というのは効果

がどう見ても薄くなってしまうのではないか。そして

減容化に対するのが、どれが埋め戻しで減容化になっ

たものなのか、それとも、そもそもプロポーザルで出

てきたものの減容効果がどれぐらいなのかという評価

がすごく難しくなると思うんですけれど、その辺はど

のようにしようという認識なんですか。 

○寺口貴広生活環境課長 掘り起こしによる減容化と

いうことも計画していることは、先日の所管事務調査

でお示ししたところではございますが、廃棄物の処理

の維持管理事業者であったとしても、どこでもできる

業務ではないので、今回はこの本業務には含まず、別

途発注する考えでいたところでございます。 

そうした中で、プロポーザルという部分でいきます
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と、我々が仕様の中で想定していなかったような事業

者としてのアイデアなどを出していただけることを期

待して、そこで減容化を図っていきたいという考えで

ございます。 

○古都宣裕委員 その評価をどうやってやるんですか

という話なんですよね。プロポーザルでどういうアイ

デアが出てくるかというのはわからないけれども、最

終処分場の埋め戻し以外の減容化の評価と、埋め戻し

で得られる減容量の評価というのを別で行う必要性が

出てくると思うんですよ。それってすごく難しいこと

じゃないかなと思って聞いているんですけれども。 

○寺口貴広生活環境課長 提案の中で当然どういった

効果があるか、そういったことについても説明を求め

て、確認をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 提案の中ではわかるんですけれど

も、その評価をするときに、減容化をメインに今回プ

ロポーザルやるていうことなんですけれどもね、埋め

戻しで得られる減容量の評価とまた別で、例えば今回

一緒になるというような説明でしたが、最終埋立てで

何かほかのアイデア、ウルトラＣなのか何かいろいろ

やられる、そういう形の中で得られる減容評価を別立

てでしなければいけないけれども、最終処分場と同じ

１個のところであるわけじゃないですか。こっちでは

これぐらい減容の効果がありました、一方でこっちは

というのを別々に評価しなければいけないわけですよ

ね、埋め立てるのは同じところでも。それってすごく

難しくないですかという話なんですよ。 

○田邊雄三市民環境部長 減容化の効果の測定ですけ

れども、これまでも延命化の計画の中でもある程度推

計値を出して行ってきておりますので、どのような減

容化をするかというところは何かしらの推計値を持っ

て行っていく。今回の掘り起こしにつきましては今回

データが取れておりますので、そこでどのぐらいの、

次やるところの効果というのは見込めるのかというと

ころを数値化をする。あとは、今後提案いただけるで

あろうところにつきましても、提案いただいたところ

で推計値を出して、それを今年度に見ていくというと

ころで評価をしていきたいと考えております。 

○古都宣裕委員 推定値というのはわかるんです。た

だあくまで推計、予想なので、現実にやったときに思

ったよりも減量効果が進むかもしれないし、逆の場合

もあるじゃないですか。でも、最終処分場って同じと

ころ１個なわけで、別に埋め戻しをやるときに最終処

分場の受け入れを止めるわけではないですよね。そう

した中で、それぞれの評価を別に行わなければいけな

いというのは現実的に難しいんじゃないのかなと思う

んですけれども、これはこういうふうにやるから大丈

夫です、別々な評価がこういう形でできますという何

か知見があるんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 このようなことをやってい

るところはないと思いますので知見はありませんけれ

ども、現在も延命化のところで推計値を基にどのぐら

い延命になるかというのはお示しをしておりますの

で、数値化することによって今後どのぐらいまで延命

化が図れるのか推計は出せるというところと、あと、

毎年10月に測量をやっておりますので、そういったと

ころと比較をしながら評価というものはしていきたい

と考えております。 

○古都宣裕委員 いや、トータル的なところはそれで

できると思うんです。でも、事業を分けたことによっ

て、その評価は別々にしなければいけないでしょとい

う話なんです。その別々の評価というのは、じゃあ、

その測量自体もそれぞれ別で行わないと、別な評価っ

て難しくないですか。同じところを一緒にやるんじゃ

なくて、埋め戻しするところの評価、それと全体的な

最終処分場の評価をして、その部分、埋め戻しで得ら

れた効果の部分を引いて、残ったのが最終処分場でや

った効果で、それぞれ出てくるわけじゃないですか。

だから、それを分けたことによって評価するに当たっ

ても余計なお金も出るという話なんじゃないですか。 

○田邊雄三市民環境部長 掘り起こしにつきましては

市のほうで実施を決めてやるところ、そのほかに今回

プロポーザルにおいて、今のこの予算の中でできる減

容化プラス今後お金をかければできる減容化策という

のも提案を受けようと思っておりますので、そういっ

たところをやるとトータルでどうなるかというところ

で見ていきますので、トータルで見るしかないかなと

は思っております。 

○古都宣裕委員 トータルで見るしかないのであれ

ば、減容化の効果というのは、じゃあそれが埋め戻し

によるのが思ったよりも大きかったものなのかどうか

というのもちょっとわからないというような形になく

ると思うんですよね。だから、トータル的な評価なの

で、埋め戻しの推定値はあくまで出ていますけれど

も、今回たしかあと２回だから、３回やるので１年ぐ

らいの延長だけれども、今回１回で結構な効果が得ら

れたと思うんですよね。たしか半年の効果だったと思

いますが、それをあと３回やることによっては、それ

で１年なんですか。１回で半年なら１年半とか延びる
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んじゃないですかって言ったところ、１年だったわけ

ですよね。じゃあ、例えば今回と同じような効果が得

られたときにですね、思ったよりも効果がでかいわけ

じゃないですか。でも、それがプロポーザルによる効

果だとはならないわけじゃないですか。その評価とい

うのはすごく難しいんじゃないかなというのを聞いて

いるんですよね。 

○田邊雄三市民環境部長 現在、市としては延命化策

を持って、どのぐらい延命ができるかというのを表で

お示しをしています。それにプラス、今回プロポーザ

ルで提案を受けたものの推計プラス、掘り起こしのほ

うは市で計算しますけれども、そこを入れた新たなも

の、その比較によって効果が、実測でやったときにや

られているかどうかというのを比較して検証をしたい

と思っております。 

○古都宣裕委員 あくまで推計を基にやるんだった

ら、今言ったような答弁だと、僕が聞いている質問の

答えにちゃんとなってないんじゃないかなと思うんで

すよね。その評価、やっぱり難しいという認識はある

んですかね。 

○田邊雄三市民環境部長 減容化については、市が考

えているものプラスで減容化になって、全体的に減容

効果を高めようというところで、全体的な減容効果の

検証というのが必要だとは思っております。 

○古都宣裕委員 今回、プロポーザル方式というのを

やる中で、日程を見ると物すごくタイトだと思うんで

すよね。これでもう12月中旬には公告をして、質問受

付を今月いっぱい、見学は今月の下旬、質問回答が１

月上旬ね。参加表明受付は、もうね、12月中旬から１

月の中旬までの１か月で、参加事業者の決定はもう１

月中旬にしちゃう。これは物すごく時間は短いなと思

うんですけれども、その辺はどういう認識なんです

か。改めてもう一度。 

○寺口貴広生活環境課長 先ほども御答弁しました

が、当市で他の事業で行ったスケジュール感などを参

考にして、このようなスケジュール案としてお示しし

ているところでございます。 

○古都宣裕委員 今回、さきの質疑でもあったよう

に、最初の取っかかりは白紙に戻ったことによって、

もっと延命化した上でアドバンテージを取りたいから

というので急に進めてきたというのがあると思うんで

すけれども、そもそもですね、間に合わないというの

で延命化策をいろいろお金も投じてやってきているわ

けじゃないですか。そうした中でやるのであれば、そ

の延命化を最大化するというのは、白紙になったから

じゃなくてそもそもやるべきだと。それはさきの質問

で金兵委員がやっていましたけれども、それはもっと

もだと思うんですよね 

プロポーザルということで、新しいアイデアや知見

を持ってより減容化を進めようと思うなら、このよう

な短いスパンでね、１週間とか２週間、受付だって、

それだけ見たって１か月、年末年始を挟んでですよ、

という短い期間の中で募集して、何か意見はありませ

んかってやるんじゃなくて、広く意見をもらうことに

よって、時間もしっかり、こういうことでもっと減容

化、今は網走はこういう状況だけれども、もっと減容

化したいので皆さんお知恵を貸してくださいというの

でやるべきことで、こんな短いスパンでやってね、取

ってついたようなアイデアをくださいって言っている

んじゃないでしょ。最大化したいんだから。 

そこをこんな形の短いスパンでやって、プロポーザ

ルでやって、これ３年ですよ。この短い中でその３年

でやってくださいって言うんじゃなくて、であれば、

僕は今回は、本来もともと考えていくべきプロポーザ

ルを急に出してきたんだから、それは今回諦めてです

よ、令和８年度以降にする。そして、令和７年度は広

く周知して、いろいろなアイデアをもらった上で、も

らってすぐじゃないんですから。ちゃんと効果があり

そうかなというのも検証が必要なんですから。じゃな

いと、３年間、この７億円近いお金でやっぱり駄目で

した、そんな話にはならないですよ。その辺どう考え

ているんですか。 

○寺口貴広生活環境課長 今回新しいアイデアを出し

ていただいた中で、その３年間という期間をかけて効

果を発揮していただきたいというふうに考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 議事進行してください。僕の言って

いる質問と答弁が全然違うので。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時11分休憩 

午前11時20分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

休憩前に引き続き質疑を行いたいと思います。 

古都委員の質疑に対する答弁から。 

○田邊雄三市民環境部長 プロポーザルのスケジュー

ルについてですけれども、先ほど課長が申し上げまし

たとおり、庁内の他部署でも同様のものをやってい

て、そのスケジュールから今回のスケジュールをつく

っておりますので、そのように執行していきたいとい

うふうに考えております。 
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また、プロポーザルに至った経緯ですけれども、こ

れまで延命化計画において最終処分場がどれぐらいも

つかというのをお示ししてきたところで、先日の委員

会でも、最大、今のところ計画するものを行えば令和

15年１月、ごみの広域化、東藻琴で進んでいたとした

ら、これまでの御説明では令和11年の９月から令和12

年６月の間で稼働したいということで、遅くても令和

12年６月には稼働させたいというところで、そのとこ

ろまでで、最終処分場が破砕の埋立てから焼却灰に変

わることによって１年破砕、埋立ての１年分が焼却、

灰と不燃物は５年分となりますので、１年埋立量が残

っていれば、焼却になれば５年延ばせるということで

計画をしておりましたけれども、そこが遅れるという

ことになりました。 

大体２年ぐらいと申し上げていたのは、東藻琴で対

策工事をやれば最低でも２年はかかるというところで

年数が見込めていたところでありますが、そこが白

紙、取り下げとなりましたので、新たに今後建設地を

探さなくてはいけないわけでありますけれども、年数

がわからないながらも現在の処分場を最大限延命化を

させて、次の最終処分場には焼却を入れていくという

計画を持っておりますので、最大限やるためには１日

でも早く対策をしたいということで、いろいろな対策

を考えておりますけれども、その１つとして、今回の

プロポーザルで事業者の提案を基に一緒になってやっ

ていくということもありましたので、そこを早急に行

うために今回御提案をさせていただいたところであり

ます。 

○古都宣裕委員 反省ってどうなったんですかね。今

まで焦って焦って前のめりに前のめりでやって失敗し

てきたじゃないですか。 

今、私が言っているのは、プロポーザルで減容化を

最大限効果的にやるんだったら、こんなに焦って短い

期間で思いついたようなアイデアを１か月、２か月の

間でやるんじゃなくて、しっかりと期間を取った上で

やったほうがいいんじゃないですか。１年間それを先

延ばししたからってそんなに大きな違いありますか。

今それを焦ることによって、それ３年間やるわけでし

ょ。その３年間やるものに対して評価とか検証する時

間も全然ない中で、しかも先日の栗田委員の質疑の中

では、別に専門家を外部から入れるような考えは持っ

ていないような感じじゃないですか。じゃあ、その評

価で何かあったときって、責任はどう見ても市役所で

すよ。 

そうじゃなくて、網走市民のためを思ったら、それ

を最大限化したい、じゃあ、そういうアイデアを広く

取りたいって言ったら、そのアイデアを受け付ける時

間をしっかりちゃんと取って、今回白紙になったから

って思いつきのようにこうやってやるんじゃなくて、

しっかりやって効果を最大限化できるような形でやり

ましょうよという話をしているんですよ、私は。違い

ますか。 

○田邊雄三市民環境部長 プロポーザルの期間につき

ましては、今だからこのスケジュールで行っていくと

いうわけではなくて、どこのタイミングでやっても庁

内ではこういう形でやっておりますので、このスケジ

ュールが取れれば御提案をいただけるということは可

能だというふうに思って進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○古都宣裕委員 じゃあ、このプロポーザルをやるに

当たってですよ、特段範囲とかって決めているんです

か。 

○寺口貴広生活環境課長 プロポーザルに参加する事

業者の参加範囲ということでございますが、そちらに

つきましては、今年度と同様にオホーツク管内の事業

者ということで想定しております。 

○古都宣裕委員 何でですかね、極端な話、網走以外

の企業であれば、それだったら別にオホーツク管内と

かじゃなくて、だってこれ減容化を最大限化するわけ

でしょ。全国の企業で大手とかもっとすごく知見を持

っているところもあるわけじゃないですか。そうした

らもっと減容化のアイデアとかって出てくると思うん

ですけれども、それをこの短い期間でやるんじゃなく

て、だからこそ広く取った上で、そういうふうな形で

やるんだったら、別にオホーツクに関係なく全国にし

た上で、そういう形でやればいいじゃないですか。最

大限化を目指すんでしょ、プロポーザルで。 

○寺口貴広生活環境課長 その事業者の募集の範囲と

いうんでしょうか、そこをどこまで広げればいいのか

というところにもなるかとは思うんですけれども、資

機材ですとか人員のやりくりといった面からも管内が

適当ではないかというふうに判断したところでござい

ます。 

○古都宣裕委員 それはアイデアを５人、10人でちょ

っとアイデア募集しますじゃなくて、100人、200人と

か募集したほうがいいアイデア出るに決まっているじ

ゃないですか。全国のほうがいろいろなやり方してい

るところいっぱいありますよ。それを細かい時間で短

くやって、それで最大限化します。それを３年間やり

ますじゃなくて、１年間ちゃんと時間を取った上で、
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最大限できるアイデアを募集して、ちゃんと検証する

時間を取った上で、よし、このやり方だったら網走、

延命化、最大限化できそうだぞというところを選ぶべ

きじゃないんですかって言っているんですよ。 

○田邊雄三市民環境部長 広く募ることは必要だと思

っておりますけれども、今回は、先ほど課長が申し上

げましたとおりの、人の融通が利くですとか、管内で

というふうに考えております。 

○古都宣裕委員 今のやり方ではプロポーザルによる

最大限の減容化効果はちょっと見込みが薄いんじゃな

いかなと思うんですよ。 

じゃあなぜ今回そんな無理くり進めるんですか。だ

って３年間委託するわけでしょ。そうしたら、その中

で変更というのはなかなか難しいわけじゃないです

か。やっぱりこっちのほうがよかったってなっても、

あんまり効果なくても３年間そのまま行くんでしょ。

そうじゃなくて、ちゃんとしましょうよという話をし

ているだけですよ、３年間もやるんですから。 

○田邊雄三市民環境部長 プロポーザル方式で効果の

ない提案または市がそぐわないと思ったところにつき

ましては契約をいたしませんので、そういったところ

はそこでまた判断したいと思います。 

○古都宣裕委員 検証する時間も短い、だってこれだ

け短いスパンでやるんだから。その３年間の効果を、

いや、これ駄目だなって、これは無理でしょというよ

うなのを提案するという想定じゃないわけじゃないで

すか。それは企業もいろいろ考えて減容化効果がある

ようなことを提案してくるんだから。それについての

検証する時間も少ないし、その中でじゃあどうやって

やっていくんですかってなったら難しいし、それを３

年間続けるってなったらリスクが高いから、今まで失

敗しているのでそのリスクを回避しませんかという話

をしているんですよ。 

別にプロポーザルが駄目って言っているんじゃない

ですよ。 

○田邊雄三市民環境部長 先ほど申しましたけれど

も、どのような効果があるかというのは数値化をして

推計で出すというところになりますので、その推計に

つきましては、我々も延命化の計画の中で実際やって

おりますので、それが物すごく時間をかけてできるも

のかというとそうではありませんので、かかる数値、

基本的な数値、そういったところは決まったものがあ

りますので、どういうことをやれば、どういう物質で

やればというところがわかれば推計はできてくると思

いますし、こちらでも確認できると思いますので、そ

ういったところの確認は十分できるというふうに考え

ております。 

○古都宣裕委員 それは専門家じゃなくて、あくまで

市役所の見解でしょ。専門家をしっかり入れた上で、

そういった検証も必要で、しっかりとその中で再現で

きるものを選ぶべき。 

だから、今回慌てた形の中で、これだとよさそうだ

なというような形に７億円突っ込むんじゃなくて、１

年間は取りあえず、今回だって２つに分けたのだって

理由があってやったんだから、その評価というのをち

ゃんとした上で、来年以降、やっぱり一元化して破

砕、リサイクルと最終処分場１個に戻そう、その上で

最大限化の減容化を図りたいからプロポーザルだと言

うならわかるんです。 

それも何もないままいきなりやっぱり戻します。プ

ロポーザルで減容化を図りたいです。期間はもう２、

３か月しかありません。そんなこと言われたって私た

ち、そもそも１日で、はいどうぞなんてなるわけない

じゃないですか。もうちょっとしっかり考えたほうが

いいと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○田邊雄三市民環境部長 理由等につきましては、先

ほど御説明したとおりになります。 

やはり１日でも早く進めたいということで、前回も

ありましたけれども、この評価を、審査、評価を市の

職員だけでというところがありましたので、そこにつ

きましては、廃棄物系、環境系の専門家も交えた形で

その評価をきちんとして事業再編、選定にも当たりた

いというふうに考えておりますので、その部分は見直

して実施してまいりたいと考えております。 

○古都宣裕委員 いや、その部分を見直すのはもちろ

ん当然なんですけれども、業者選定とかそういった部

分にも関わってくるところなので、もちろんこの辺の

事業者とか関係ないところにお願いするとは思うんで

すけれども、そもそものアイデアをしっかり取った上

でやらないと、短いところでやろうとしたら選べるも

のも少ないでしょって。３択とか５択の中から選ぶん

じゃなくて、広く大きいものの中で一番効果がありそ

うなものを選ぶのが、一番網走市の最終処分場の延命

化につながるんじゃないかという話の中で、今、この

短い期間でいいんだという話、この中で、しかも管内

というこの限られたところの中でやる、それはちょっ

と難しいんじゃないかという話をしているんです。 

じゃあ、今、最終処分場と破砕リサイクルに、そも

そも令和６年度、応札していた業者って何社あったん

ですか。 
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○寺口貴広生活環境課長 ２社と把握しております。 

○古都宣裕委員 破砕リサイクルも２社で、最終処分

場も２社だったということですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 そのように承知しておりま

す。 

○古都宣裕委員 それは別々なところじゃなくて、ど

っちも同じ会社で、総合して会社数としても２社とい

うことの理解でいいですか。 

○寺口貴広生活環境課長 おっしゃるとおりです。 

○古都宣裕委員 じゃあ、時間がないというところで

いくと、最低限その業者には次年度以降プロポーザル

にしようというふうに考えているというようなものを

伝えたりしているわけですか。 

○寺口貴広生活環境課長 事前にこういう変更すると

いうことについてのお知らせはしておりませんが、議

決をいただけたならば、現在受託している事業者に対

しては、令和７年度以降の事業者選定に当たっては、

プロポーザル方式で選びたいということをお伝えする

予定としております。 

○古都宣裕委員 すごく短い期間の中で、まだどうな

るかわからないけれども、プロポーザルも考えている

んだということを伝えておくのと、取りあえず議会が

通ってから伝えるから何もやってないって言うんだっ

たら、準備自体で全然違ってくると思うんですよね。

急に言われても、わちゃわちゃした取ってつけたよう

なアイデアみたいなのが出てきて、じゃあ本当に効果

あるかという。そうじゃなくて最大限化したいんでし

ょ。普通、こういう短い短期間の場合は、事前協議と

いうか話し合い、過去の応札業者とかの間で、問題と

いう部分、要件の部分、共有しておいて、プロポーザ

ル方式の部分でやっていこうって言ったら考えとく時

間があるわけじゃないですか。じゃないとアイデア出

てこなかったら、これどうするんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 スケジュールにつきまして

は先ほど申し上げたとおり、このスケジュール感で提

案が可能だと、ほかの業務でもやっていますので、こ

れが極端に短いですとか、そういったことは思ってお

りません。これを事業者に伝えるのは、やはりこのプ

ロポーザルを実施できるということを決定した後に公

表する、お知らせするというのが適当だというふうに

考えております。 

○古都宣裕委員 短期間実施を目指す場合って予備登

録制度というのがあるんですよね。そういうのを活用

する場合もあるんですけれども、そういうのは、あら

かじめ予備登録みたいな形で、事業者の受付を先にし

ておくと、時間の短縮につながったりというのはある

んですけれども。 

そもそもですね、こうしたごみ事業って、部長自身

も答弁しているとおり、一般の工事とは違う部分なわ

けですよね。にも関わらず、一般の工事とかこういう

形でやっているから大丈夫だというところは、どこか

ら来ているんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 指名競争入札、一般競争入

札と違って、プロポーザル方式につきましては、事業

者との話の中で内容を確認できるというところが１つ

のメリットだと思っております。また、提案していた

内容、それだけではなくて、契約時にはプラスして、

その話合いの中で出てきたものを取り入れるというこ

ともできる柔軟な契約方法だと思っております。 

そういった面からいけば、価格だけで、仕様はあり

ますけれども、どのように受け止めてやっていただく

かということが最終的にわからないよりは、お互い話

ができて、同じ方向を向けて理解をできて発注ができ

るというところでメリットがあると思っております。 

○古都宣裕委員 言いたいことも全く理解できないわ

けじゃないんですけれども、それを早急にやることに

よる効果というのはやっぱりどうしても疑問符をつけ

ざるを得ない。 

そして、前回私も申し上げましたけれども、最終処

分場でごみの課題をやっていくに当たっては、じゃあ

ここの部分だけじゃなくて、やっぱりごみ行政を全部

として考えたら、堆肥化についてもたしか９割程度が

堆肥化できるって、当初、僕らに説明していて、今９

割行ってないですよね。となると、全国を探してです

よ、今管内と言っているけれども、じゃあそっちもプ

ロポーザルでもっといいことがないかな、もっと堆肥

化率を上げられないかなというのを探っていく、やっ

ていくというのは当然自然の流れのように思うんです

が、なぜしないんですか。 

○寺口貴広生活環境課長 施設につきまして、先日も

プロポーザルでなぜというお話がございましたが、こ

ちらにつきましては堆肥化率が年々向上してきており

まして、延命化計画で定める目標値を今年度達成する

見込みであることから、今回についてはこれまで同様

の方法で事業者を選定したいというふうに考えている

ところございます。 

○古都宣裕委員 最近はちょっと安定しているからと

いうのが前回の答えで、今回はちょっと向上してきて

いるから。じゃあ聞きますけれども、当初の予定から

見て目標の堆肥化率って達成しているんですか。 
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○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時39分休憩 

午前11時41分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

古都委員の質疑に対する答弁から。 

○寺口貴広生活環境課長 堆肥化でございますが、当

初はなかなか堆肥化率が低いということが続いており

まして、そうした中で延命化計画で新たな目標値を立

てて取り組んでいるところでございまして、その目標

値については今年度達成する見込みであるというとこ

ろでございます。 

○古都宣裕委員 当初の予定ではどれぐらいだったん

ですか。 

○田邊雄三市民環境部長 堆肥化を始める当初につき

ましては、チップとかを混ぜ込むと最終的には生ごみ

とかはなくなるんじゃないかというところで、御説明

をしてきたというふうには認識しております。 

○古都宣裕委員 それも本当かなというので様々議論

があったように記憶しているんですけれども、やっぱ

りそうはならなかった。始まったらなかなか難しかっ

た。予定以上に全然うまくいかない期間もありまし

た。そもそもの案を修正して、ようやくそれに達成し

ようとしているというところなんですけれども、でき

れば最初の計画くらいまでやっていくことが理想だと

思うんですよね。 

それに向けて、やはり市はそもそもの最初の計画が

つまずいてしまったわけですから、その修正を見直し

たって、最初に入ってくると見込んでいた量以上に入

っているから現状になってきているわけで、それは

様々延命化をするために税金をいっぱい投入してき

て、今があるわけでしょ。市長も答弁で、だから効果

があったじゃないかと言うが、そもそも要らないお金

だったわけですよね。それは金兵委員とかいろいろな

委員さんが言っていますけれども。そういう反省を得

るならば、こんなに焦る必要はないんじゃないです

か。そして、いろいろな効果を得ようと思うんだった

ら、堆肥化率もちゃんと考えたほうがいいんじゃない

ですかというところなんですけれども、どうですか。 

○田邊雄三市民環境部長 生ごみの堆肥化について

は、今改善の途中であるというふうに考えております

ので、このまま引き続き続けたいと思っております。 

○古都宣裕委員 じゃあ、ほかは改善されていないと

いうことなんですね。 

○田邊雄三市民環境部長 改善されていないわけでは

なくて、改善が必要なものと、対応が必要なものがあ

ると思っております。 

○古都宣裕委員 どっちも、改善も対応も必要なんじ

ゃないかなって思うんですよね。改善も対応もすれ

ば、どっちも減容化が進む話なんじゃないんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 そのように努めているとこ

ろでございます。 

○古都宣裕委員 じゃあ、それ片手落ちじゃないです

か。一方はこういう形でもっと減容化を進めたい、だ

からプロポーザルにする。でも、もう一方は改善して

きているから、どっちも減容化に取り組んでいますよ

ね。違うんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 生ごみの堆肥化について

は、現在いろいろな手立てをしていい方向に向かって

いくことに努めているところです。最終処分場につき

ましては、破砕リサイクル施設との連携ですとか、そ

ういったところも必要、また、やっぱり市の考え方と

事業者の考え方、そのところも一致させていくことも

必要ですし、新たな提案があればそこも取り入れてい

きたい。そういった思いから今回プロポーザルを提案

させていただいているところです。 

○古都宣裕委員 まだ質疑ありますけれども、私だけ

がずっとやってもあれなので、一旦僕は終わります。 

○永本浩子委員長 それではほかに質疑ございます

か。 

○村椿敏章委員 私からも質問させていただきたいと

思います。 

 まずですね、今回、このごみ処分場の委託事業につ

いて、埋立てそれからリサイクル、破砕処理のプロポ

ーザルをしたいということなんですけれども、こうい

うことをするのは、なかなかほかの自治体ではやって

いないんじゃないかなと私は思うんですけれども、他

の自治体で、このような処理のところの委託に合わせ

てプロポーザルによる選定というのをしている自治体

というのは、ありましたか。 

○寺口貴広生活環境課長 道外の自治体では幾つかや

っている事例を見ております。 

○村椿敏章委員 やっている自治体があるんですよ

ね。私も同じように調べさせてもらったんですけれど

も、そこは安芸市というところで、１つはね、高知県

にあるんですけれども、そこはですね、自分の町に処

理事業者がいない。だから周りから事業に入ってきて

ほしいということで募った結果、高知市かな、事業者

がプロポーザルに選定されたというふうに書いていま

した。もう１つはですね、舞鶴市というところだが、

舞鶴市というところは、最終処分場を造って１年目か
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２年目で、とにかく当初の計画よりも埋め立てるスピ

ードがここは遅いんですよ。遅く進んだと。だからも

っといい効果も出るんじゃないかと言って、さらに減

容効果を高めることで、ずっと使えるようなものにし

たいということでプロポーザルをしているというのが

ありました。 

今回ですね、網走の場合は地元の事業者がいるのに

もかかわらず、プロポーザルをするというのは、減容

化をしたいということだったと思うんですけれども、

今回、令和15年１月までもつと先ほども答弁されてい

ましたが、二軸破砕機の効果というのは非常に大きい

と思うんですけれども、どうでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 そこにつきましては、委員

おっしゃるとおり、二軸破砕機による減容効果という

のも高いと承知しております。 

○村椿敏章委員 なぜ二軸破砕機を導入したんです

か。 

○寺口貴広生活環境課長 現在の破砕リサイクル施設

にある破砕機だけですと、処理しきれないようなもの

があるという、一軸ですので絡まってしまったりとい

うところで破砕しきれないものもあるので、二軸破砕

機でこれまで対応できなかったようなものもより細か

く減容できるようにということで導入した経過がある

と承知しております。 

○村椿敏章委員 そうですよね。それで、この処分

場、最終処分場が早く埋まっていくということを、当

初の最終処分場の管理していた事業者、受託事業者で

すね、その事業者がこの二軸機を導入してほしいとい

うふうに、市に求めたというふうに聞いているんです

けれども、それはどうでしょうか。 

○田邊雄三市民環境部長 二軸破砕機の導入を決定し

たのは市ですけれども、導入するに当たって、当時の

最終処分場の事業者と一緒に、デモ機が最終処分場に

来ましたので、そこでお互いに効果を確認し、導入に

踏み切ったというところです。 

○村椿敏章委員 そうですよね。私が思うのは、今回

の二軸破砕機、導入しても効果が大きいということ

は、危機が生まれたというのは、やっぱり事業者のほ

うから言われている部分、それを市はなかなか聞いて

こなかったんじゃないのかな。だから、どんどんどん

どん埋まってきた。そして、今回の掘り起こしによっ

て半年間また延びたということですよね。これは破砕

できるものを、もともとの破砕機ではできないから、

そのまま埋めるしかなかった。または、無理して何か

を破砕機に入れたら止まってしまうとか、故障してし

まうとか、そういうリスクが当然委託事業者にあるわ

けですから、やむなく埋めてきたというふうに私は思

います。ですから、今回の埋め立てたごみを掘り起こ

して、そこで出てきたものについて破砕したというの

が非常に効果があったと思うんですけれども、今回の

掘り起こしで何立米のごみを掘り起こしたんでしょう

か。 

○永本浩子委員長 ここで暫時休憩いたします。 

ちょうど時間もお昼となりますので、再開は午後１

時からにいたします。 

午前11時51分休憩 

午後０時50分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

先ほど１時再開と申し上げましたが、大変申し訳ご

ざいません。１時から本会議がありますので、再開は

追って連絡をいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後０時50分休憩 

午後１時06分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、村椿委員の質疑に対する答弁か

ら。 

○寺口貴広生活環境課長 先ほど村椿委員より御質問

のありました掘り起こしの関係でございますが、掘り

起こした面積につきましては約2,000平方メートル、

深さが一番深い最深部で10メートル程度となっており

ます。 

◯村椿敏章委員 上の面積で2,000平米、そして深さ

が10メートルほど、最深部でということですが、それ

を計算した体積というのはわからないというか、そう

いう状況なのかなと思うんですけれども、私も若干こ

の辺を計算してみたら、約１万立米ほどのごみを掘っ

ているのかなというような気がします。そうした中

で、約半年分がもつと言った場合、１年間で１万

1,000立米ほど埋めていますから、その半年分という

ことは5,500立米ほどが減ったんだろうなと思いま

す。ですから、今回の掘り起こしによるものというの

はかなりの効果があったんだなと思います。 

 そうした中でですね、今回のプロポーザル方式をし

ようとしているのか、そこについてはさらに減容化を

図りたいということなんですけれども、そこについて

再度プロポーザル方式をしたいというところの理由

を、もう一度お願いしたいと思います。 

○永本浩子委員長 村椿委員、その件に関しまして

は、12日も古都委員、栗田委員からも質問があり、本
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日も古都委員から再三質問がありましたので。 

○村椿敏章委員 同じですね。失礼いたしました。 

 プロポーザルのお話をしましたし、はい、以上で私

の質問終わります。 

○永本浩子委員長 それではほかに質疑ございます

か。 

○古田純也委員 最終処分場の延命に係る業者選び、

公募型のプロポーザルというところで、先ほどスケジ

ュールのところで、事前に同様のものがあって、この

期間でも可能だというお話を答弁されたんですけれど

も、もしよければ、その事例というのはどのようなと

きに対応されたのかお聞かせください。 

○寺口貴広生活環境課長 事例として挙げたものとし

ての１つとしましては、新庁舎の基本設計、実施設計

に係るプロポーザルでございます。 

○古田純也委員 そのときも同じようなスケジュール

感で、そのとき業者というのは先ほどオホーツク圏内

というふうな縛りを入れたんですけれども、新庁舎の

場合はどうだったんでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 ちょっと今範囲の詳細まで

は承知しておりませんが、市内、市外事業者も含めて

参加表明があったと認識しております。 

○古田純也委員 それでは12月中旬には公告を出した

いというスケジュールで、新たな要望とか課題という

のが、業者のほうにお示ししていくと思うんですけれ

ども、今までやっている減容化の取組以外にも新しい

何か技術的な、業者に対する要望というのはもうある

んですか。 

○寺口貴広生活環境課長 こちらで想定している維持

管理業務の仕様をお示ししまして、それを見ていただ

いて、それに対してこういったことができるという新

たな提案をいただきたいということでございます。 

○古田純也委員 それで、先週行われた委員会では専

門家を入れるという意見はなくて、今日専門家を中に

入れるというお話を聞いたんですけれども、もう決ま

っているというか、そういう特殊な人というのは専門

家の方はもう指定されているんでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 人選はこれからになります

けれども、廃棄物ですとか環境系の学識経験者などを

想定はしているところでございます。 

○古田純也委員 やはりそういう専門家を取り入れる

ことで、いろいろな御意見を聞けるという部分に関し

ましては、私も専門家の導入というのは賛成します。 

 また、理事者のほうからも一刻も早く対応したいと

いうお話でありますので、そのためには、やっぱり市

民の生活に支障がないように４月からきちんと業務が

遂行できるように、２月中旬には指定業者を定めると

いうことでよかったですか。 

○寺口貴広生活環境課長 おっしゃるとおりでござい

ます。 

○古田純也委員 以上です。 

○永本浩子委員長 よろしいですか。ほかに質疑。 

○里見哲也委員 掘り起こしについては既に実績が出

ているので、今回新たな債務負担行為の中身として、

破砕リサイクルと最終処分場の業務ということは、掘

り起こしは過去のごみをもう１回減容化するというこ

とですけれども、この提案の中では、今、毎日持ち込

まれるごみの埋立てについて、減容とか方法とか、も

っと減容していく、処分場が長持ちさせるための方式

を新たに探っていくと、こういう理解でよろしいです

よね。 

○寺口貴広生活環境課長 委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○里見哲也委員 ありがとうございます。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○金兵智則委員 僕のほうからも、じゃあ少しお伺い

していきたいなと思うんですけれども。 

 まず、ちょっと古都委員の話の中でちょっと聞き取

れなかったので、改めてお伺い、改めてというかあれ

なんですけれども。 

補正額、資料、債務負担行為の金額の部分で、人件

費の部分の最終処分場の金額については、令和６年の

ほうが多くて、令和７年度は下がるという説明だった

ですよね。それは間違いないですよね。たしか破砕リ

サイクル施設のほうは増えると。でも労務に対する単

価って変わらないと思うんですけれども、人数を減ら

したとかという説明はなかったような気がするんです

が、どうして下がるんでしょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 労務の単価につきまして

は、従前は廃棄物処理に関しては、その廃棄物処理専

門の歩掛単価がないということで、公共工事の労務単

価を使用して、その中に一部諸経費も含ませるような

形で積算していたところでございますが、そういった

面がわかりにくいという面もありまして、今回はそう

した諸経費は別途計上することとして、純粋な人件費

のみということで計上したところでございます。 

 今回、その人件費の根拠として、今までは公共工事

の労務単価というところでしていたんですが、広域社

団法人全国都市清掃会議というところが発行している

資料の中で例示されていた、１つの目安として出てい
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た労務単価、こちらが建築保全業務労務単価というも

のなんですけれども、そういったものを１つの目安と

して今回は採用したところで、職種によってその結

果、増減、増えた単価もありますし、減った単価もあ

るということで、最終処分場部分についてはマイナス

になったというところでございます。 

○金兵智則委員 その参考にした金額が、職種、例え

ば、今回で言えば破砕リサイクル施設のほうの労務単

価のほうが高くて、最終処分場のほうが低くなるから

それを合算していったら、人数とかは全く変わってな

いけれども、その参考にした数値が今までは一律は同

じ金額だったけれども、令和７年度からは違うものに

なるんで、こういう結果になったという理解でいいと

いうことですね。 

○寺口貴広生活環境課長 おっしゃるとおりでござい

ます。 

○金兵智則委員 ちなみにお伺いしますけれども、そ

の全国都市清掃会議の単価というのはいつの、何年度

の、それ多分年度によって金額が変わったりもするん

ですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 今年の２月に示されたもの

になっております。 

○金兵智則委員 取りあえずわかりました。 

 ちょっと前回の委員会のときでも聞いていたと思う

んですけれども、人件費や燃料費の高騰などに増額し

ていますよということでしたけれども、減容化にかか

る経費はこの中には含まれてないというような説明だ

ったような気もするんですが、改めてもう１回確認し

てもいいですか。 

○寺口貴広生活環境課長 減容化と言いますか、その

掘り起こしによる減容化の部分は、この中には入って

おりません。 

○金兵智則委員 掘り起こしは別にあるので、この新

たに示された金額の中で、さっきも何か似たような話

がありましたよね。予算の中でできるものと、予算を

かけてやれるもの、両方とも提案いただきたいという

ふうに話をしていたんですけれども、ただこれをざっ

と見ると、その予算の中でって言っても、全て人件費

だ、諸経費だ、燃料費だに充てられているので、そこ

に何か使える金額がないように思えるんですけれど

も、それは違うんですか。 

○寺口貴広生活環境課長 日々の維持管理業務の中

で、この予算の中で様々工夫をしていただいて、この

限度額の範囲で収まる中で対応していただきたいとい

うことでございます。 

○金兵智則委員 早い話が、維持管理業務、施設管理

業務の中で工夫をして減容化してくれと。そこにお金

を使うものとかでは、またそれは別途、意見として徴

収はするけれども、取りあえずはその方向でやってほ

しいというのが、今回の流れだということですね。 

○寺口貴広生活環境課長 委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○金兵智則委員 じゃあお伺いするんですけれども、

先ほどのやり取りの中で、業者と市が同じ方向、向い

て減容化を取り進めていきたいという話だったんです

けれども、ちなみに今年度の破砕リサイクルの埋立て

の作業状況で何か問題はあったんですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 特にそういった顕著な問題

等はございません。 

○金兵智則委員 にもかかわらず、一体的にやったほ

うが、さらにという意味合いだということなんですか

ね。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午後１時19分休憩 

午後１時20分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

 それでは金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○田邊雄三市民環境部長 令和６年度につきましては

破砕リサイクルと最終処分場が分かれたわけですけれ

ども、その中で、市の仕様としては、市としては破砕

リサイクルの中での業務だと思っていたところが、委

託先からはちょっと違う。また、最終処分場のほうか

らは、最終処分場のほうの文面でうたっているんです

けれども、その中身が細かくやってはいなかったの

で、それは最終処分場のほうなのかという問合せがあ

りました。 

そういったことから、その前にちゃんと話合いをし

て確認をした上でということになりますと、プロポー

ザルではそういうことができますので、一般競争入

札、指名競争入札では金額のみで業者を決めるという

ことになりますので、そういった意味からも、プロポ

ーザルで事前にそういうところも確認した上で発注を

行っていきたいし、見解が違うところであれば、そこ

は整理をして、仕様書等も変更もできますので、そう

した上で契約につなげていきたいということでござい

ます。 

○金兵智則委員 プロポーザルの説明としては理解す

るところなんですけれども、じゃあ今年度は仕様書に

ちょっとそごがあったのか、うまくいかなかった部分

が出てきてしまっていたというのは、今年度の反省と
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してですね、そこは悪かったというところになるとい

うことですよね、早い話が。そこにそごが生じていた

ので、そこを埋めるためのプロポーザルにしますとい

うのは、一定程度理解はできなくはないですけれど

も、じゃあ去年一般競争入札にしたときに、そういう

ことが起きるということがあれば、またちょっと違う

考え方もできたのかなというところに、立ち戻るとこ

ろもできなくもないのかなというふうには思うんです

が。 

 ちなみに、先ほど来ずっと古都委員が、プロポーザ

ルの期間が短いんじゃないかという。ただ、ほかの庁

舎ですとか、あと何でしたっけ、網走市番号発券シス

テム導入関係もたしかプロポーザルでやっているんで

すよね。その期間に比べると１週間か２週間ぐらい長

く取ってはいるんですよね。この長い短いというのは

おのおのの感覚というところもあると思うのであれで

すけれども、例えばですけれども、このプロポーザル

の期間を少しでも長く取り、例えばこの４月からじゃ

なくてですね、それを３か月後ろにずらすのかわから

ないですが、プロポーザルの期間を長く取って、少し

でも皆さんの理解を得たいということにしたときに、

例えば最初の３か月ぐらいは、随契になるのかどうか

わかんないですけれども、今の状況を続けておいて、

少しでも皆さんの理解を得ながらやっていくというこ

とも考えられるのかどうか、スタートを４月１日にし

ないということは考えられるのかどうか、お伺いして

みたいんですけれども、いかがですか。 

○田邊雄三市民環境部長 現在、年度で発注を行って

おりますので、まずその考えで１つ、４月というもの

が出てきます。 

 また、先ほどから申し上げていますけれども、少し

でも早く取り組みたいというところで、その通常の年

度に合わせてというところのほうがいいというふうに

判断したところでございます。 

○金兵智則委員 もちろん年度であれしているので、

イレギュラーなことは起こしたくないというのはわか

るんですけれども、理解を得られるならということ

で、そういう考えもあるのかないのかお伺いしたんで

すけれども、今のところ考えてないという答弁だった

のかなというふうに思いますが。 

 このプロポーザルについてちょっと聞いていきたい

というところもあるんですが、減容化を１日でも早

く、そして最終処分場を１日でも長くという理解、わ

からなくもないんですけれども、この間の委員会で説

明を受けたところでいけば、令和15年１月がマックス

というのはお示しいただいたと思うんですよね。最

初、最終処分場、平成30年から稼働して15年というと

令和14年度までなので、令和15年３月まで使える、満

足に使えたことになるんですよ。ただね、余分に予算

を使っているので、もっとよりというのもわからなく

はないんですが。そこで、例えばですけれども、古都

委員が先に説明していたんですが、この１年ずれたこ

とによってどういった影響が出てくるものなんです

か。 

○田邊雄三市民環境部長 最終処分場につきまして

は、令和15年、今１月という推計が出ております。ま

た、広域のほうで遅れるのが、当初２年と言ってい

て、そこは東藻琴でやった場合の工事を見越してのこ

とでありましたけれども、そこが取下げになりました

ので、年数はわかりませんけれども、これから準備作

業していく中で、年数はわからないですが、今の最終

処分場を延ばしていく。そこには、当初の計画として

は、現処分場で今の破砕埋立てをそこで完了させたい

と。 

先日の文教民生委員会でも御説明しました次期の最

終処分場、焼却で行くならばあと４つ。埋立てのまま

続けたらあと３つの敷地のところに４つ取れるという

ことになりますので、その敷地、費用だとかを考えた

場合に、今のところを最大限使って、その中で収めて

いきたいということになりますし、１年分の破砕埋立

ては焼却の５年分に相当しますので、そこをしっかり

やっていくことによって、トータル的に、費用は現在

かかっているということを御指摘を受けておりますけ

れども、次の処分場、その次の処分場も含めたとき

に、用地の確保等も含めたときに、そういったところ

が一番経済的というか、財政負担の一番少ないものだ

というふうに考えておりますので、そこを目指してい

きたいという御提案でございます。 

○金兵智則委員 大きく掘るより小さいものを掘った

ほうがまだ安くなるだろうという意味なんだというふ

うに思います、簡単に言えばね。そういったために、

やっていきたいというところなんですけれども、予算

をかければできる減容化というものについては、それ

は特に上限を持たないんですよね。例えば、破砕機を

もう１台買えたら減容化できますよというふうになれ

ば、そういうふうなことをしていくのか。 

それも提案で、プロポーザルですから、話合いの中

でそれは無理ですよという話になるのかもしれないで

すけれども、それってどこまででもいいんですか。な

んか上限じゃないですが、だってお金をかければすば



- 15 -  

らしい減容化ができるわけじゃないですか。今、最終

処分場の延命化にかさ上げまで含めば６億円かかるん

でしたっけ、余分に。たしか。いつも言っているから

覚えているんですけれども。さらに7,000万円でした

っけ。二軸破砕機１台ね。たしか7,000万円か8,000万

円だと思うので、8,000万円、7,000万円の二軸破砕機

をもう１台買います、何します、管理します、５億円

かければもっと減容化できますというのが、評価が高

くなるのか、その辺ってどういうふうに捉えたらいい

んですかね。 

○田邊雄三市民環境部長 費用のかかる減容化の部分

の御提案につきましては、どのようなものが出てくる

かわかりませんけれども、そこは今後見えてくる年数

ですとか、そういったところも勘案して、それをそこ

までかけてやるのがいいのか、最終的には計画をさら

に変更して、次の最終処分場を新たに考え、配置も含

めて考えたほうがいいのか、そういったところも含め

てのことになりますので、出てこないとそういうこと

はわからないというところでありますけれども、いず

れにしてもいろいろな提案を持って、いろいろな考え

方をして、最終的に考えをまとめていきたいというと

ころでございます。 

○金兵智則委員 なんか至極真っ当なことを言われて

いるような気もしますし、ただその最終処分場を新た

なという話になれば、それだと本末転倒になっちゃう

ような気もしなくもないですけれども。 

 逆に、今回のそのプロポーザルの中で、延命化の提

案だけではなく、例えばうちだったらこういう減容化

を、これぐらいの安い金額、今ね、上限というか、債

務負担行為ですから金額の上限は見えているわけです

から、こういうふうに安くできますよという部分に関

してもやっぱり評価になるんですかね。 

○田邊雄三市民環境部長 その改善とか新たな手法と

いうところは、評価の対象になると思っております。 

○金兵智則委員 じゃあ金額の安さというのも評価の

１つであるというところなんだと思います。 

 先ほど来、参加事業者、オホーツク管内というふう

にしてやるなら全道、全国に広げたらいいんじゃない

かというふうにおっしゃられている方もいらっしゃい

ましたけれども、これ参加するかどうかの、こういう

ふうにやったら参加は可能ですかというような事前ア

ンケートみたいなのというのは取っているんですか

ね。 

○寺口貴広生活環境課長 今年度の事業者選定に当た

りまして、指名競争入札から一般競争入札に切り替え

ましたが、その際も特にアンケートなどは取っていな

かったため、今回も事前に特にそういう意向調査のよ

うなものは行っておりません。 

○金兵智則委員 多分僕の理解が間違ってなければな

んですけれども、プロポーザルは１社であっても成立

するんですよね。指名競争の入札と違うから１社であ

っても成立するということですよね。 

○寺口貴広生活環境課長 １社でも成立するものでご

ざいます。 

○金兵智則委員 だとするなら、やっぱりオホーツク

管内にこだわらず、まあ全国とは言わないまでも、全

道という、北海道というぐらい広げて、スタンス的に

考えてみてもいいような気がするんですけれども。 

 だって、もともとあれですよね、指名競争入札でや

っていたときも、多分２社を指名していたはずなんで

すよ。一般競争入札になっても２社ですよね、管内に

広げたけれども２社だったわけですよね。やっぱりよ

りよい方法を広く意見をって言うのであれば、北海道

内ぐらい広げて、来る来ないはわからないですけれど

も、スタンスとしてウイングを広く持つという意味

で、そういう広さを持っても、それはまずいものなん

ですか。 

○寺口貴広生活環境課長 広げること自体はもちろん

差し支えないものだとは思うんですけれども、資機材

ですとか人員のやりくりといった面から、管内が適当

ではないかと判断したところでございます。 

○金兵智則委員 それは業者が判断すればいいんじゃ

ないですか、参加するかどうかは。例えば函館の業者

さんであったって、網走のプロポーザルに対応できる

ので参加するというの。来なきゃ来ないで、それはし

ようがないんですから。別にそこを狭めておく必要性

ってどこにあるんですかって聞いているんですよ。 

○田邊雄三市民環境部長 御提案については広く募り

たいということでありますので、広くとなると全道で

すとか全国ということもあるんですけれども、管内を

見ても自治体はありますので、必ず自治体の中では廃

棄物を行っているというところで、そこで一定数がま

ずいるということは認識しておりますので、まずはそ

の中でやっていただきたいというのと、いろいろなや

りくりもあるでしょうからというところもあるんです

けれども、今のところは管内でというのが考えでござ

います。 

○金兵智則委員 今のところの考え方はわかっていま

す、何回も聞いているので。御提案というか、御要望

じゃないですけれども、広げてやったらどうですかと
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いう話なんですよ。近隣市町村も持っていますから、

業者さんはそれぞれの町にあるのかもしれないので、

一定程度業者はあると。それよりは、10よりは100の

ほうがいいわけですよね。そこからどれだけ来るかは

また別ですよ。それは北海道って広げれば、北海道内

の業者さんの判断ですから、そこを狭めておく必要性

ってどこにあるのかなというのが、いま一つ僕には理

解ができない部分なんですよ。せっかく広く意見を聞

いてという、御提案を受けたいって言っているんです

から、広げておいたらいいんじゃないんですか。来る

来ないは別として。管内じゃなくて北海道内の業者さ

ん、全国はね、海を渡って来なきゃいけないですか

ら、北海道は。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午後１時34分休憩 

午後１時36分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○田邊雄三市民環境部長 広く御提案を募りたいとい

うことで管内と申し上げておりましたけれども、委員

御提案のとおり、道内に広げればよりそういうところ

が広がるというところもありますので、道内というこ

とで進めたいと思っております。 

○金兵智則委員 あら、ありがとうございます。あり

がとうございますと言うのもおかしいですけれども、

でも広く意見を募ろうとするなら、別にわざわざそこ

を狭めておく必要性はないのかなというふうに思いま

すし、ただもうスケジュールを見る限り、12月中旬に

は公告って書いていますから、ある程度資料ができて

いるのかもしれないんですけれども、その辺は上手に

やっていただけたらと思いますし、この公告のときに

はある程度、仕様書だとか評価要領だとかというのも

全部あれなんですよね、公開になるタイミングがこの

12月中旬だという理解でいいんですよね。 

○寺口貴広生活環境課長 この公告のタイミングで、

仕様書ですとか評価項目などについても公表する予定

です。 

○金兵智則委員 そこでお伺いするんですけれども、

やっぱり地元事業者を育てるという観点から、地元ポ

イントじゃないですけれども、例えば似たような評価

点数だったら、地元ポイントで、地元のほうを選ぶと

いうのは、評価、その要領の中に入っていたりするん

ですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 今お話のありました地元ポ

イントというようなものは考えておりませんが、業務

実績ですとか経験というものは評価の基準になると考

えております。 

○金兵智則委員 業務実績とかを評価するのがプロポ

ーザルなので、プロポーザルの欠点として新規事業が

入りにくいというのはそういうことですよね、多分

ね。プロポーザルのデメリットってそういうところな

ので。そういうことではなくて、地元業者に取らせろ

とかという話にはならないんですけれども、それはや

っぱりなるべくなら全道に広げろと言った人間が説明

するのもどうかとは思うんですけれども、例えばです

よ、こんなことはないと思いますが、プロポーザルの

評価で全く同じ点数になりましたって言ったら、どこ

かで優劣をつけなければいけないわけじゃないです

か。そのときに、じゃあ片方が地元業者だとして、片

方が例えば札幌の業者さんだと、道内に広げるという

話ですからね、となったときに、そこはじゃあ地元の

業者にというようなポイントを、ポイントをつけるか

ら上回るのかわからないですけれども、そういったこ

とはできないものなんですかね。 

○田邊雄三市民環境部長 今の委員の仮の話で、同点

になったときにどうなんだというところになりますけ

れども、そこは選定委員会のほうで決めるということ

になりますので、選定委員会のほうで議論をいただい

て、最終決定をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○金兵智則委員 同点になった場合はそうなんでしょ

うけれども、例えば総務省でしたっけ、これ入札はプ

ロポーザルですから、なんだと思いますけれども、総

務省のほうでは地元ポイントみたいなものをつけても

いいといったようなのが出てきていたような気がした

んですが、そういうのってできないんですか。 

○後藤利博副市長 その公告の中身と言いますか、仕

様になるのかなと思っていますけれども、一般的にま

ず網走の埋立処分場は、中間処理施設が破砕処理施設

しかなくて、あとリサイクルで分別できないものだけ

を埋立てをするというのが網走の最終処分場ですか

ら、まず技術的にはそういうところの埋立ての当然経

験とか、実績を積んでいるという事業者が大前提にな

ってくるだろうと思っています。 

それを突き詰めて考えていきますと、実際にやはり

地元の最終処分場ですとか、こういうリサイクル施設

とかを動かしていた経験のあるところには当然そうい

う技術もお持ちでしょうし、さらに減容化をさせるよ

うなノウハウもお持ちでしょうから、そこはやはりそ

ういう中で提案をきっといただけるものだというふう
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に考えております。 

○金兵智則委員 そのやり取り、多分ずっとしてきて

いて、一定程度理解をした上でそういったことができ

るという話があったというふうに伺ったもので、そう

いったことは考えられないものかという質疑だったん

ですよね。 

○後藤利博副市長 それは、そういう提案をしていた

だければ、そういうところに、評価の対象になるんだ

と思います。今の段階でどういう提案されるか、その

地元の事業者なのか、地元ではない事業者なのか、ど

こが手を挙げてくるかわからないものを、逆に、地元

の事業者はその考え方だけでですね、評価に値するか

というと、そこはいかがなものかなと思っておりま

す。提案の中で、先ほど申しましたように、地元とい

うか、今の網走市の処分場なり、リサイクルセンタ

ー、破砕センターを実際に手掛けたのであれば、より

私たちが思っている減容化に資するような技術力です

とか、そういうものを提案していただけるのではない

かなというふうに思っていますので、その提案があれ

ば、当然そこはそういう評価になるだろうというふう

に考えてございます。 

○金兵智則委員 やり取りしていてもちょっと堂々巡

りになっちゃうと思うので、その件については理解す

るしないは別として、言っている説明は受けたという

形になるのですけれども。 

 じゃあ１点だけ。その地元事業者、地元事業者じゃ

なくてもいいです。例えば全道まで広げたのなら、網

走に近いほうから点数がついてくというようなことは

可能なのか不可能なのか。僕、ちょっとその地元ポイ

ントみたいなのが可能だというふうに聞いていたの

で、可能なのか不可能なのかだけ、じゃあ教えてくだ

さい。それだけでいいです。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午後１時44分休憩 

午後１時48分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 質疑を続行いたします。 

○金兵智則委員 ちょっと僕の捉え方が間違ってい

た。地元の業者さんにポイントではなくて、後藤副市

長がおっしゃっているとおり、地元で作業をしていた

実績に対するポイントというような意味合いだという

ふうに理解をしたいというふうに思います。 

 それで、プロポーザルに関して選定委員が、前回栗

田委員のやり取りの中で、市の職員がやりますよと言

っていたものが、今日、第三者を入れるというような

方向性で考えていますという答弁が新たに出てきたん

だというふうに思いますけれども、人選はこれからだ

というふうに言っていましたけれども、この評価委員

って言えばいいんですかね。評価委員というのは何名

ぐらいを考えていて、そのうちどれぐらいの方が市の

外からということまではもう決まっているんですか

ね。 

○寺口貴広生活環境課長 ちょっとまだ正確にと言い

ますか、詳細は決まっていませんが、外部審査員につ

いては、複数名は選任したいというふうに考えており

ます。 

○金兵智則委員 木曜日のやり取りから考えると、随

分急激に公平性が進んだのかなというふうに思いま

す。それについて十分評価をしたいというふうに思い

ますけれども。 

ちなみにお伺いしますけれども、やっぱりプロポー

ザルの選定に関しては、公開ということは難しいんで

しょうか。 

○寺口貴広生活環境課長 その過程の公開というこ

とでございますが、事業者としては公開できないノウ

ハウですとか企業情報というものもあるかと思います

ので、そういったことが公開されてしまうと、事業者

の利益が損なわれてしまうおそれがあるということ、

また率直な意見の交換など、会の運営上支障が出るこ

とも想定されますので非公開で行う予定ではございま

すが、その結果につきましては審査結果報告書という

形で公表したいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 結果については公表、庁舎のやつも

ね、出ています。どこが何点、どこが何点って言っ

て、決まったところとか発表されているような、ああ

いう形のものなんだというふうに思うんですけれど

も。その企業の利益を損ねる可能性があると言われる

と強く求めづらいところはあるんですが、透明性とい

った観点から何か考えられることはほかに何かありま

すか。それはなかなか難しいですか、やっぱり。 

○寺口貴広生活環境課長 公平性、透明性の確保とい

う部分でございますけれども、先ほどの公告の際に、

評価項目や配点を記した審査基準を公表するというこ

ともその１つでございます。また、審査員となる職員

につきましても、所管部署だけではなく部外職員を加

えること、また選定委員会におきましては、外部の審

査員を含めて、全ての審査員が互いの評価結果を共有

するなど、そういう形で審査結果を取りまとめていき

たいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。どこまでが可能かど
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うかわからないですけれども、第三者というか、市の

職員以外の方が複数名ということですので、半々ぐら

いでやってもらえるのが、本当言えば全部第三者でや

ってもらうのが一番いいんですけれどもね。トップを

１人だけ市の人間を入れておいて、あと評価は外部に

委託しますのほうがよっぽど透明性が高いので、その

辺の割合についてはぜひとも考えていただきたいなと

思いますが、いかがですか。 

○寺口貴広生活環境課長 外部の方も、これから実際

当たっていくことになりますので、ちょっと今の時点

でなかなか、その明言についてはお答えするのが難し

いところでございます。 

○金兵智則委員 それが決まるのっていつなんです

か。いつの時点でわかる、決まっているんですか。 

○寺口貴広生活環境課長 早急にこれは動かなければ

いけないというふうに考えております。 

○金兵智則委員 いや、そうじゃなくて、この事業者

選定に係るスケジュール案の中でいくと、どの時点で

それは決まっているものなのかという。 

○寺口貴広生活環境課長 公告の時点では決まってい

なきゃいけないものと考えております。 

○金兵智則委員 ですよね。公告の時点で、たしか委

員のメンバーというのも発表されていますので。その

時点で、もしこれが順調に議案が通ったとすれば、通

ったとすればですよ、通ったとすれば、このスケジュ

ールどおり行くんですから、早急に探しましたけれど

もやっぱり難しかったですとなると、複数名以上は必

ず入れてくれるという、必ず入れますよね。必ず入れ

ますとは言っていないですね。入れる方向でというこ

とまでしか言っていないですけれども、それを信じて

賛否の結論を決めたときには違う話になっちゃいます

ので、それは確約じゃないですが、間違いないものだ

と思っていいということですね。 

○寺口貴広生活環境課長 そこにつきましては複数名

入れるように早急に動きたいというふうに思います。 

○金兵智則委員 ちなみに、そのメンバーの数という

のもまだ決まってないということですか。複数人とか

じゃなくて、全体で何名というのも決まってないって

ことですか。 

○寺口貴広生活環境課長 当初、職員だけでやるとき

に想定していたのは９名を想定しておりました。 

○金兵智則委員 随分多いですね、９人。たしか市庁

舎のときで７人じゃなかったでしたかね。 

○寺口貴広生活環境課長 ７名から９名ぐらいで行っ

ているところが、これまでの実績で見ると多いのかな

というふうに押さえていました。 

○金兵智則委員 なるほど。９人のうち半分と言えば

５人になっちゃいますので、半分以上になっちゃいま

すね。それを下回るにしたって４名。７人、２人が透

明性が本当に確保されたかどうかってなると、その辺

の捉え方はね、個人個人ですけれども、１人でも多く

の方が、多くの第三者を入れていただくということは

お願いしたいなというふうに思っています。 

 取りあえず一旦終わります。あ、ごめんなさい、も

う１点。プロポーザルで提案を受けていますけれど

も、さっき古都委員のほうからもありましたけれど

も、今回この議案が通れば３年間やっていくことにな

るんですが、これ、さっき推計値を用いながら効果を

ちゃんと測っていくという答弁もありましたけれど

も、これ効果がもし１年目とかで見えなくても３年間

は続けていくんですか。 

○寺口貴広生活環境課長 そこにつきましては、受託

事業者と連携を密にしながら、途中でも必要であれ

ば、協議をしながら、改善など仕様の見直しも含めて

対応してまいります。 

○金兵智則委員 それができるのがプロポーザルなん

でしょうけれども。そうなってくると３年という期間

がどうなんだろう。例えば１年やってみて効果がある

から、また、じゃあその後からは３年にしましょうか

というならわからなくもないんですけれども、いきな

りとっ始めで３年ドーンというのはいかがでしょう。

なかなかこれでもプロポーザルが出てきて、提案があ

って決まるのが前提ですが、出てこなかったときもあ

るのかもしれないですけれども、それはまた置いてお

いて。その３年というのがいかがかという考え方も出

てきちゃうんですけれども、どうですか。 

○寺口貴広生活環境課長 ３年の期間ですけれども、

そういう途中、見直しなども含めて一定の期間継続し

てやることが、効果がより出るのかなというふうに判

断したところでございます。 

○金兵智則委員 いや、効果が出なかったら何年やっ

ても効果が出ないような気がするんです。それを多分

１年ごとに見直ししながら、評価をしながらという形

なんだと思うんですけれども、それだったら試しに１

年ということも、試しにという言い方が正しいかどう

かわからないですけれども、１年でやってみるという

考え方もあるような気がするんですが、どうなんでし

ょうか。 

○田邊雄三市民環境部長 効果の見方ですけれども、

今回提案しているのは３年間、ですから３年間でどの
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ぐらいの効果かというところを最終的には見たいと考

えております。１年目で出る効果、２年目で出る効

果、３年目で出る効果というのがもしかしたらあるか

もしれませんし、そこは推計値によってどのぐらいか

というところ、これまでと比較してというところもや

りながら、３年間でどのぐらいかというところを目指

していきたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 仕様書もそうなっているということ

で、１年ごとに評価をするわけではないということな

んですか。 

○田邊雄三市民環境部長 毎年10月に測量をやってい

ますので、そことの照らし合わせをして、途中評価と

いうか、そういう点検なりをしていくということでご

ざいます。 

○金兵智則委員 なるほど、それを見越して３年で７

億円。なかなか判断に困る説明だなというところもあ

るので、取りあえず一旦終わります。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○栗田政男委員 進歩した部分というか、前委員会の

こと、もう木曜日の話なので、時間がたっているの

で、私も大分忘れているのでもし重なったら申し訳な

いと思いますが。 

 知見が必要だって、たしか木曜日言われたように思

います。この作業って言いますか、この処理事業の知

見というのは、どこを指して知見と、さっき言ったそ

の経験とか、重なる部分は言わなくて結構ですけれど

も、科学的根拠だとか、ここにとって土壌中の微生物

がどうのこうのとなって、きちんとした減容効果が見

込まれるとか、体積に対する方法でドラスティックに

成果が出るというようなものの知見を言っているんで

しょうか。まずそこを確認したいと思います。 

○田邊雄三市民環境部長 廃棄物処理の事業をやって

いる方につきましては、それに特化した事業所という

のもあるんですけれども、そうじゃなくて土木ですと

か、そういったところもやっているところもありまし

て、そういったところの知見をこの廃棄物の業務に生

かしているというところも実際にありますので、そう

いったところで、ほかにもそういう知見が生かされる

ものがあるんじゃないかということで、知見というこ

とで認識しております。 

○栗田政男委員 ごみという廃棄物の、特に今問題に

なっているのは、その埋立部分の延命化というのが一

番の問題というふうに認識をしています。今行われて

いる一次リサイクルですか、リサイクル工場のほうで

行われていることに関しては、集め方とか仕分けの仕

方を変えなければ、ほぼほぼそこに知見というものは

必要ないような気がするんですが、先ほど答弁の中で

は、それについては問題なく進めて来られたので問題

はないですよという認識、答弁をいただいたんです

が、それについてはどうですか。 

○田邊雄三市民環境部長 その部分につきましては、

こちらの仕様と受託業者との内容、仕様書内容の考え

方の乖離があって、そういったところはあるんですけ

れども、そういったところは事前の話合いで解決して

いこうというところで。 

最終処分場につきましては、埋めるときの減容化の

取組というのはあるんですけれども、破砕リサイクル

につきましては、集められているものは分別をされて

いますが、その中での破砕の仕方ですとか、そういっ

たところのノウハウというものはあると思っておりま

すので、そういったところもまた期待しているところ

でございます。 

○栗田政男委員 一般廃棄物なんですけれども、産廃

と同じなんですけれども、破砕しなくちゃいけないで

すよね。機械を使います。機械を使うということは、

それ以上でもなければそれ以下でもないんですよ。細

かくするのにはいい、より細かくして減量というか、

容積を小さくしたければより粉砕をすれば、当然小さ

くなりますよね。これは土木に限らず、産業廃棄物の

みんな同じなんですね。僕も資格を持っているという

話をしましたが、産廃の資格は持っていますから、わ

かりますので。それを知見だと皆さんおっしゃるんだ

けれども、理事者の皆さんはね。そんなごく当たり前

のことを、何でわざわざ大義名分をつくってやるのか

なと不思議でならないのが１点。 

あと、３月に急遽、これは言っていいか悪いかはわ

かりませんが、いろいろな諸事情により埋立てのほう

は分離しますと。これは１年間の暫定的な処置であり

ますということで私たちに説明があり、緊急を要する

ので４月から埋立てができなくなるので御協力をお願

いしたいという趣旨の説明があって、それはもう緊急

だし、しようがないねということで、暫定的というこ

とで私はオーケーをした意味合いがあるんですが、こ

れは認識が間違っていたんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 破砕リサイクル施設につい

ての業務の中身ですけれども、そこはオペレーション

というのも結構大きいと思いますので、そのオペレー

ションの提案を受けたいというのがプロポーザルにし

た１つでございます。 

１年間の委託期間にしたというところにつきまして
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は、それまでも３年ということでやりましたけれど

も、分離するというところは１つのこれまで御説明し

てきた理由。そして、３年を１年にするというのは、

分離したからだけではなくて、今後広域で進む場合

に、途中で分別の仕方も変わってきますので、そうい

ったところ、あと人件費の高騰ですとか、そういった

ところもあるんですが、そういう分別を見直していく

というところがいつから始まる、３年後ではなくて、

その３年間の中で変わってくるという可能性がござい

ましたので、１年間ということで、取りあえずやらせ

ていただくということで御説明したと考えておりま

す。 

○栗田政男委員 説明になったかなっていないか、な

んか釈然としないというか。そのときいろいろな事情

があって、そのときは前提として中間処理焼却施設が

出来上がるという前提で動いていたんですよと。だか

らそういう形にしましたと。今、中間処理は白紙の状

態に、焼却炉については白紙の状態に戻ったので、ま

た１からで緊急性があるので、このような提案になり

ましたという説明をいただきましたよね。 

先ほど金兵委員のほうから、もっとエリアを広げて

広い知見をもらって、知見というか公募したほうがい

いんじゃないかという話、当然だと思います。そうな

ると、このタイムスケジュールは非常にタイトになっ

てきますよね。まるっきり絵に描いた餅になっちゃい

ますよね。まるっきりこれでは全然時間がないし、参

入しようという業者に余裕もないし。いろいろなとこ

ろが、多分もっともっとすばらしい知見を持っている

ところは、この全道の中にたくさんあると思います。

遠くても関係ないですよね。今の事業ですから、この

事業を特化してやって、まだまだ大々的にやっている

ところいっぱいありますよ。我々の友人でもやってい

る方いっぱいいますから。 

だから、そういうふうに考えたときに、そういうと

ころに情報をあげて何とか助けてくれないかというこ

とも言えないですよね。このタイムスケジュールだ

と。全部詰まって、後ろありきで詰まっているもの

で。本当にそれで公募という形を取りました。お声が

けは勝手に入りたければ入ってくださいと。それで、

より良いものを求めるというスタンスというのは、そ

れで正しいとお思いなんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 先ほども御説明申し上げま

したけれども、この期間、タイムスケジュールという

のは、ほかの業務、他市の発注の期間も参考にしてつ

くり上げたものでありますので、この期間にやらない

とこの期間が延びるのかというとそうではなくて、こ

の期間というのは、スケジュール的にはどこの期間で

やっても変わりませんので、今回は１日でも早くとい

うことで、４月からというところを目指しましたの

で、こういうスケジュールになっているところでござ

います。 

○栗田政男委員 先ほど課長の答弁で、庁舎のときの

設計発注のときに活用したという話だけれども、今回

の案件と、市庁舎の発注設計案件と全然ステージが違

うんですよね。わかりますか、言っている意味。庁舎

の設計管理ができる業者は当市にはいません。だから

当然全道エリア、全国エリアで知見のあるところを選

定せざるを得ないんですよね。数も限られてくるでし

ょう。庁舎という官庁の仕事ですから、やれるとこ

ろ、やれないところ、手を挙げるところ、挙げないと

ころ。 

そういう環境の下でのタイムスケジュールと、今回

網走市民の一番大事な部分、一般廃棄物は行政が責任

を持って処理することになっています。その部分を一

緒にして、同じタイムスケジュールでこのように選定

していくなんていう無茶というか、これは無謀でしょ

うね。だから、このタイムスケジュールというのは十

二分に余裕を持って進めるべきですし、いろいろな業

者にもいろいろな意見を聞きながら、もちろん原課の

皆さんもしっかり勉強してほしいし、わからないから

教えてくださいじゃなくて、自分たちでもしっかり勉

強してくださいよ。だからこういう結果になっている

んでしょ。業者さんにあまりにも依存しすぎた結果

が、多分今のいろいろな問題に発展しているんじゃな

いかと私は見ていますよ。しっかりその辺は取り組ん

でほしい。 

 本題に戻しますが、あまりにも時間が足りないし、

その比較対象がね、何で庁舎の設計なの。それに違和

感を感じないこと自体が、僕は不思議でしようがない

んだけれども。答弁お願いします。 

○寺口貴広生活環境課長 先ほど庁内の例として設計

のお話をしたところですが、舞鶴市の一般廃棄物の最

終処分場のプロポーザルのスケジュールがほぼ同じよ

うな日程でなっていましたので、それも１つの参考と

したところでございます。 

○栗田政男委員 参考例に倣ってやりましょうという

ことで、そこによって当市の特殊な事情だとか参入し

ている業者の事情だとか、そういうことはあんまり考

えないで淡々と進めたいということなんでしょう。そ

こはそこでしようがないのかな、役所的な判断なのか
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なと思いますけれども、僕はそれでは通らないような

気がするんだけれどもね。 

今回いろいろな話を聞いていて、いろいろな延命策

を講じたときに、最大10年とは言いませんけれども、

９年半ぐらい延びるんですよね。その認識は間違いな

いんですか。 

○寺口貴広生活環境課長 今現在、令和15年１月まで

と見込んでおりますので、今からですと約８年という

ふうに見込んでおります。 

○栗田政男委員 さらなる減量化を目指して進めると

いうことですから。10月に測量しているんでしょう。

もう結果が出ているんだよね。だから、当然、今の減

量というか、想定値という、規制値というか、それは

出てるはずだと思うんです。だから、それを踏まえて

最低でも８年は絶対もつという。いろいろな減容策を

やれば、もしかするとすばらしい効果が出てきたら１

年、２年ともつ可能性もありますよね。 

物質は砕いて移動するたびに小さくなります。つま

り、ごみも今、埋めたものを一時破砕してし切れなか

ったものもあったでしょう。それが埋まっている状況

の中で、市で買った破砕機で細かく砕くことによって

小さくなります。当然減量しますよね。締まっていき

ますから。あれをもう１回掘り起こして砕くと、これ

コスト無視ですよ。もしするならば、何回も砕いて小

さくしていけば、それによって歯車を変えたり、いろ

いろしなくちゃいけないでしょうけれども、それは可

能なんです。違う機械を入れてもいいでしょうし。そ

うすると、どんどん小さくなって、延命は多分可能だ

と思います。これは一般常識として、我々の業界では

一般に行われていることです。土であっても何であっ

ても移動するたびに容積が小さくなります。空気層が

なくなります。これはもう常識的なことなので言うま

でもないんですが、当然延命はできるんだろうなとい

うことです。 

現状、金曜日に現場も見させていただきました。も

うブレーカーを入れて、新しく破砕をされている最中

でした。 

当初皆さんが話したように、まだ修繕に使った穴が

大きく空いている状況でした。そこに細かく砕いたも

のをまた入れていくんでしょうけれども、そういう作

業が進んでいる状況を見させていただいて、大変な作

業なんだなというのと、あれは専門的知見がなくても

土木技術があれば誰でもできます。どんな業者でもで

きます。これは当たり前の話だから。 

僕は不思議でならないのは、専門家を誘導という言

い方はちょっと問題あるでしょうけれども、何かそう

いうものがないと今回の問題って解決できないように

思い込んでいる節が、市役所のほうがあるような気が

するんだが、そういう認識は全然ないんでしょうか。 

○田邊雄三市民環境部長 先ほども申し上げましたけ

れども、廃棄物の事業者と言っても専門ということは

ございませんので、委員おっしゃるとおり、土木系の

ほうがいらっしゃり、そういったところもありますの

で、そういったところが業務に参加していただければ

と、提案等をしていただければと思っております。 

○栗田政男委員 多分、原課も何の根拠もなしにこう

いう提案はなさっていないと思います。 

管内という言い方をしているので、今回の点は、管

内でプロポーザルで業者を選定するということですか

ら、一体何社ぐらい想定していらっしゃるんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 何社来るという想定はして

おりませんで、より多くの事業者が参加していただけ

ることを期待しております。 

○栗田政男委員 失礼しました。全道に広がったので

管内がなくなったんですね。勘違いしていました。申

し訳ないです。 

広く一般公募をして集めるということですから、そ

れが本当に公正に行われることになるんだと思いま

す。なおさら、やっぱり周知期間とか、僕は９年もつ

んじゃないのと、時間軸があるんじゃないかって聞い

たのは、今慌ててやっているこの作業ですよね、一般

廃棄物のそういう収集、運搬、破砕、埋立ての作業を

あえて急いで、どうしてもやらなくちゃいけないとい

うのに僕は感じないんですね。もうちょっとゆっくり

考えて最良のものを見つける必要があるでしょうし、

それにはある程度の時間だとか、業者さんにも考える

時間が必要でしょうし、できれば市内の業者でも参入

してみたいな、それぐらいのことはできるだろうなと

いう方もいらっしゃるので、ぜひともやっぱりそうい

う間口というのは広く開けるべきだと私は考えるんで

すが、慌てて４月ありきで進んでしまうと、このタイ

ムスケジュールしかないということになるので、４月

にこだわる、どうしてもこだわる理由って何ですか。 

○田邊雄三市民環境部長 ４月というのは事業年度

で、そういうふうに動いておりましたので、４月から

というところ。あとは、広域が予定地、白紙になりま

したので、そうなると年数はわかりませんけれども、

そこは早く取り組んでいくべきところになります。 

また、最終処分場の次の関係もありますので、方針

としては、今の最終処分場で破砕、埋立てをもたせる
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ところまでもたせたいと、次の処分場につきましては

焼却場から入れたいというふうに考えておりますの

で、このようなスケジュールでやっております。 

あと、先ほども申し上げていますけれども、プロポ

ーザル期間が短いというふうには思っておりません

で、先ほども申し上げましたけれども、他の事例とか

も合わせて十分提案可能な期間を確保しているという

ふうに考えて御提案を差し上げているところです。 

○栗田政男委員 そこは部長、何ぼ言ってもね、短い

んだよ。あなたの認識はそうかもしれないけれども、

これは短いんだよ。私が業者とするならば、そんな短

い時間にどうやって対応するのと、もっと早く教えて

くれないのかというふうに思うのが当たり前じゃない

ですか。ほかの事例だとか何とかじゃなくて、今当市

のごみの問題を話しているんだよ。大切なことなんだ

よ。これから焼却炉を造るんだよ、どこかに。その話

はなくなっていないよね。だとするならば、そこに網

走市の業者が積極的に参入をして、しっかりとそこで

働いてもらうことが一番大切なんだよ。そうじゃない

ですか。地元の企業がそこに入るのが理想的じゃない

ですか。 

そのためにも育てるということを皆さんがやらない

で、取りあえず能力主義で引っ張ります。コスト主義

で引っ張ります。網走市はそういう市になるんです

か。だったら、私は自分の会社をみんな、網走市外に

出しちゃいますよ。本店を置く理由もない、市民でい

る理由もなくなってしまいますよ。そこを言っている

のにわかりませんか。だからちゃんと考えてほしいん

だよと、その先もあるんだって。今、目先の話じゃな

いんだよ、３年後の話じゃないの。その先にも当然、

網走が中心になって、１市５町の枠組みをしっかり進

めていかなくちゃいけない。大変なこれから作業が待

っている中で、私たち網走市は真剣にこの問題に取り

組んでいかなくちゃいけない、真剣に話しているの

に、木で鼻をくくったような答弁は何ですか。もう一

度ちゃんと答弁してくださいよ。 

○田邊雄三市民環境部長 市内事業者につきましては

排除するですとかそういったことは考えておらず、参

加できるよう確保して今回も事務を進めているところ

でございます。 

○栗田政男委員 様々な議論の中で見えてくるもの

は、ここは議会の場ですから、奥に隠れている部分は

話すことができません。しかし、大切なことは、私た

ちは網走市民の生命と財産を守るためにここにいま

す。市役所が間違っても変な方向に行かないようにチ

ェックする義務があります。そのために私たちはここ

にいるんです。 

そして、企業を守らなければ市なんか成り立つわけ

がないんです。皆さんがここで一生懸命汗を流して、

この暮れには資金繰りで一生懸命、血眼になっている

人たちもいっぱいいるんですよ。そうすると、７億円

ちょっとの公共事業というのはとんでもなくでかいん

ですよ。それだけでもしかしたら事業が成り立つんで

す。それぐらいのものを皆さん扱っているのに、聞く

と本当に冷たい答弁で、このプロポーザルがもし実行

されて、どういう形であっても、ややもすると地元業

者は外される可能性が出てくるということなんです

よ。それに対しては、私はやはりどうしても賛同しか

ねる。そんなことを本当にやるんだったら、網走って

なんていう町なんだということになりませんか。 

これは談合だとかそういう話ではないんですよ。地

元企業を守り育てるために、一番核となる、直接市が

携わっていける一番の中心になることを放棄しよう、

その可能性が出てきているんです。必ずしもそうなら

ないかもしれない。でも、やっぱり危険性はあります

よね。非常に心配しています。 

前回の委員会でもお話をしました。それは大きな都

市に行けば行くほど、知見だとか経済力、資本力含め

て大きな企業がいっぱいあります。 

今回は全道を規模に募集するということですから、

とんでもなく大きい企業参入する可能性もあります。

それは本当にいいことなのか、本当にね、それで合わ

せていっていいのかなというのをすごく心配します。

まして、こういう類の契約、３年契約をした場合につ

いては、その後も随契で進んでいくというのが常であ

ります。そうなったときに、いざ焼却炉ができたけれ

ども、網走でそのお手伝いをできる業者はいなくなっ

てしまったと、しようがないねって、また広く募集し

ようと、そういうスタンスで網走市はこれからも進ん

でいくんですか。どう思いますか。 

やはり地元の企業をしっかり守って育てるという観

点が足りないから、摩擦があったり、いろいろなそご

が生まれてきてしまったり、それは僕、この前も言い

ましたよね、皆さんの監督責任ですよと。そこは早い

うちに修復しておけばこんな結果にはなっていないじ

ゃないですか。それをやらないで来た結果が、言い方

が悪いですけれども、もしかすると排除する方向にと

いうふうに勘ぐられてもしようがない。 

○永本浩子委員長 栗田委員の発言の途中ですが、暫

時休憩いたします。 
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午後２時22分休憩 

午前２時40分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

質疑を続行いたします。 

○栗田政男委員 ちょっと強引気味で申し訳ございま

せんでした。 

冷静に、なるべく冷静に努めて。 

いろいろお話をしている中でも、なんか網走市の考

えていることというのは、やっぱり地元企業なんかに

支援を普段はしていますよね。もっともっとしっかり

と捉えてほしいんですよね。 

何度も言うように、当市において企業があってくれ

るからこの市役所が成り立っているんですよ。市民の

皆さんが網走市に住んでいるから、そこをないがしろ

にして物事を進めていくような方向性にもし可能性が

出てきたのであれば、私は全力でそれに立ち向かって

いかなくてはならない。それが私の役割ですから、そ

のことを御理解いただきたいと思います。 

この案件、どう考えても拙速に今決めるべきではな

いですし、まだまだ僕は時間があると思います。ゆっ

くり時間をかけて幾らか延ばす、３か月、４か月延ば

した中でも調査研究をしっかりした中でよりよいもの

を見つけていくという方向性が必要じゃないかと思い

ます。これが４月が要因、年度が変わることだけで進

めていくべきではないですし、将来にわたってすごく

残る事案になると思いますので、慎重にその辺の判断

をいただければなというふうに思います。 

取りあえず、私はこの案件に関しては賛成しかねま

す。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○金兵智則委員 改めてもう１点、１点なのかな、わ

からないですけれども、ちょっとお伺いしたいんです

けれども。 

今、様々な委員さんのやり取りを聞いていれば拙速

だという意見が多いのかなというふうに思います。仕

様も変えていただいたというふうに思っています。プ

ロポーザル選定委員の外部の参入、それから募集の範

囲を管内から道内に広げたという変更点もあったわけ

です。そういった中では、やっぱりちょっと時間的に

と、いつものプロポーザルのスケジュールよりは長め

に取っているのは理解しますけれども、選定委員は、

もう公告に当たっては多分市の職員９名ということで

考えていたものを複数名入れますと。逆に言うと、時

間をかければ２人だったものが３人、３人だったもの

が４人というふうに増える可能性も出てくるわけです

よね。探す時間に余裕があれば、例えばですけれど

も。 

そういったことを考えたときに、さっきのやり取り

でもあったんですが、やっぱり４月からでも、多少ず

れてもですね、一月、二月、６月スタート、例えば７

月スタートということで、ちょっとここは公募に時間

をかけてじっくりと周知をするタイミングをつくりつ

つ、そうなってくると４月から何か月か、２か月、３

か月の間はどうするかは、多分補正か何か組まなけれ

ばいけなくなるんだとは思うんですけれども、そうい

ったことも理解した上で、皆さんに理解をしてもらっ

て。 

公募型のプロポーザルが悪いって言っている人は多

分いないと思うんですよ。このやり方が悪いって言っ

ているよりは、その期間、急に議案として出てきて、

このスケジュールじゃないと間に合わないんですとい

うやり方がちょっとどうなんだろうという意見が多い

ことを考えた上で、少し時間をかけてやるということ

は不可能なんでしょうか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午後２時45分休憩 

午前３時33分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

それでは金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○田邊雄三市民環境部長 プロポーザルにつきまして

４月以降に実施してはという御質問でありましたけれ

ども、今回の御提案につきましては、４月からの実施

をしたいという理由につきましては今まで御説明して

いるとおりとなります。 

期間につきましても、プロポーザルの期間、ほかの

事例等々も参考にしまして、実施できる期間というふ

うに考えて御提案をさせていただいております。仮に

３月31日までの業務が、今受託業者がやっております

ので、期間を延ばした場合に４月以降の契約をしなく

てはいけませんけれども、そこは必ず契約ができると

いうことは限られておりませんので、やはり契約が現

在切れる３月31日を１つの区切りとして、４月１日か

らの契約をするためにプロポーザルにつきまして実施

をしていきたいと考えております。 

○金兵智則委員 いろいろと変わった部分も、木曜日

から今日の質疑にかけて、募集の範囲ですとかその選

定委員の話も変わったところもありましたので、それ

らをきちんとよりいいもの、透明性を高めるためにも

そういったことを含めてやったらどうかという提案で

はありましたけれども、３月31日で切れると、４月か
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らプロポーザルをずらすと業者がいなくなってしまう

可能性があるということも今の答弁の中に含まれてい

るということは何となく理解するところではあります

が、そこは頑張っていただきたかったなというのが正

直な気持ち。やっぱりその時間の捉え方はそれぞれ

各々違うんだと思うので、僕が言ったのは例えで２か

月、３か月というふうには言いましたけれども、そう

いう時間を取るという考えもあってもいいのかなとい

う感じはします。 

ただ、令和15年１月までしかもたない状況ですの

で、これは最低限の部分ですからね。今の最終処分場

が平成30年からですか、供用開始して令和14年度なの

で、令和15年３月まで使わなければいけなかったもの

がやっとそこに追いついてきたけれども、ただ余分に

６億円かかっているわけで。この後も提案の内容によ

ってはお金をかけつつやっていくのかもしれないの

で、少しでも長く使えるように早く取り組まなければ

いけないということもわかるのはわかるといったよう

な状況で、取りあえず質疑については終わりたいと思

います。 

○永本浩子委員長 それではほかに質疑ございます

か。 

○古都宣裕委員 根本的な考えとしては、栗田委員の

地元を大切にすべきというのは全くそのとおりだなと

思うんですが、先ほどですね、プロポーザルに対して

たくさん応募していただきたいと、いろいろなアイデ

アを検証したいと、それは当然だと思うんですよね。

プロポーザルをやるに当たって、先ほどから何度も言

っていますけれども、やはり募集期間を広く取ろうと

いうのに急な日程をやったのでは、２か月足らずの間

に募集をして検証して選んでいかなければいけないと

いう物すごく大変な作業があるなと。 

先ほど来ですね、選定委員も、もう広告の前に決め

なくちゃならない。そうしたら２、３日で集まるのか

なというところもあります。 

それらを見るとですね、やはりですね、そんな無茶

な日程で減容化を最大限にしたいという思いがあるの

であれば、取りあえずは減容化、いろいろな施策をプ

ラスアルファで取り組みつつも、現在の方式を続けた

上で、ちゃんと次回プロポーザルに向けてしっかりと

準備、周知、そしてアイデアをちゃんと聞けるよう

な、検証できるような状態を整えてから進むべき話か

なと思います。 

これ失敗したらどうするんだというのも、本当にそ

の辺を認識しなくてはならないことだと思っていま

す。 

取りあえずですね、もともと頂いたこの資料の内容

でちょっと聞きたいところが出てきたんですけれど

も、先ほど質疑の中で最初に聞きましたけれども、令

和６年度、最終処分場のほうについては人件費が落ち

て、破砕リサイクルのほうについては７％ほど上がっ

ていると。金兵委員との質疑の中で、業務内容とかそ

の人員配置とかは変わらないけれども、労務単価の部

分のやつの参考にしている部分が変わったんだよって

言うが、何で一方は増えて一方は減るんですか。片方

は、最終処分のほうは見るやつが変わったけれども、

破砕リサイクルは変えないとか、そういうことなんで

すかね。 

○寺口貴広生活環境課長 今回参考とした単価の中

で、前年度と比較して職種によって増えるもの、減る

ものがあったんですが、破砕リサイクル施設の増えた

大きな要因としましては、パート職員の労務単価につ

いて市の会計年度任用職員の単価を参考としていると

ころでございます。 

今回、会計年度任用職員の適用した範囲ですと12％

程度、人件費が上がったということもありまして減っ

た部分もありますけれども、職種もありますけれど

も、トータルで見ると破砕リサイクルのほうは増えた

というところでございます。 

○古都宣裕委員 次にですね、聞きたいんですけれど

も、これは令和６年度と今回見積りした令和７年度の

設計の中で、業務内容に、あとプロポーザルで内容の

部分があると思うんですけれども、今回取りあえず見

積りを取った、見積りというか、試算をしている中

で、業務内容の大きな変更とかというのは見ているん

ですか。 

○寺口貴広生活環境課長 業務内容そのものにつきま

しては、大きな変更はございません。 

○古都宣裕委員 とするならば、燃料費について見て

いくと、破砕リサイクルに対しては約９％、10％、１

割程度の上昇に対して最終処分場は52％の上昇になっ

ているわけですよね。これどうしてなんですかね。 

○寺口貴広生活環境課長 燃料費、最終処分場のほう

が大幅に増えているというところでございますが、こ

ちらにつきましては、自走式破砕機、こちらの燃料

が、実績ベースで令和７年度は積算したんですけれど

も、今年度、今実際動いている中で、当初よりもフル

稼働しているというような状況の中で、見込みより燃

料代が大幅に増えたというところでございます。 

○古都宣裕委員 そうするならば、業務内容が大きく
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変わっていると思うんですよね。 

○永本浩子委員長 すみません、質疑の途中なんです

けれども、本会議の時間延長の宣言をしなければいけ

ませんので、一旦ここで委員会は休憩に入りたいと思

います。 

午後３時44分休憩 

午前３時47分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

質疑を続行します。古都委員の質疑から。 

○古都宣裕委員 今の説明だとですね、ちょっと違う

んじゃないかなと思うんですよ。今やっているのは、

あくまで、もともとの設計の中から逸脱した行為をし

ている中で、ボランティアでやっていただいていると

いうふうに伺っていて、そういう認識だったんですよ

ね。となると、そもそもの令和６年度からの設計書か

ら二軸破砕機をフルで今動かしているわけで、もとも

との設計はそんな設計ではない。その設計を変えると

いうことはそもそも設計が違うんじゃないですか。そ

の説明ってちゃんとしていないですよね。 

○寺口貴広生活環境課長 仕様書の中では二軸破砕機

による破砕処理を行ってくださいということで指定を

しているところでございます。確かに令和６年度の積

算に当たりましては、積算当時の事業者の御意見など

も踏まえまして、週２、３回程度稼働する予定で積算

をしていたところでございますが、実態としまして

は、先ほど申し上げたように毎日稼働しているという

状況でございます。 

○古都宣裕委員 だから、そもそもの設計が変わって

いませんかという話なんですよね。そもそも、今、週

２、３回程度、それもフルじゃないですよ、２、３時

間動かす程度の設計だったのが、毎日フル稼働で動い

ている。全然違うじゃないですか。動かせば動かすだ

け減容効果があるのはわかっていたけれども、それを

最初のそもそもの設計に入れずにそういう形でやって

いたというのは、令和６年度は市がそういうふうにや

っていたわけじゃないですか。 

それを今、業者がボランティアでやってくれてい

る、ありがとうねという話だったのを、今度はやっぱ

り効果があるからって、いや、効果あるの見えていた

でしょって。何でそういうやり方しているんですか。

おかしくないですか。 

○田邊雄三市民環境部長 今年度の積算に当たって

は、令和５年度に受託していた業者からアドバイスを

いただいて、やっても週に２、３回程度の破砕量であ

ろうというところで進めてまいりました。ですから仕

様書に何回とは書いておりませんけれども、それに見

合う燃料についてメーカーの数字を参考に用意をして

いたというところになります。今年度の受託業者につ

きましては毎日使っておりますので、そこが変わった

というところになりますので、令和７年度につきまし

てはほぼ毎日というところで実績も出ておりますの

で、そういった形でやっています。 

仕様としては二軸破砕機を使った減容化というとこ

ろになりますので、その部分につきましては、実際や

っているところの事業者の意見を聞いて仕様書に反映

をしてきたところです。 

○古都宣裕委員 ということは、だから仕様書が変わ

ったんですよね。変わりないって言っていたけれど

も、そういうことですよね。 

○田邊雄三市民環境部長 仕様がというよりも積算が

というふうにこちらは捉えておりましたので、仕様が

変わるということは新たなものにするというふうに捉

えておりましたので、積算が変わったという認識でご

ざいました。 

○古都宣裕委員 いや、そもそも週２、３回程度、い

や、業者からも僕は話を聞いていますけれども、い

や、毎日動かせばそれはできるよ、でもそれなりにお

金と人はかかりますよという話があったはずなんです

よね。でも毎日効果がある、実質、今動かしたら効果

があるから変えましょうって。 

変えたということは、もともとの設計の中から変わ

っているんだから、さっき説明したときに、いや、変

わりはありませんということじゃなくて、ここはこう

変わりました、だから52％も増えましたよという説明

があって然るべきだと思うんですよ。なぜそういうこ

とがされないんですか。質問しなかったらこういうの

が出てこないわけでしょ。それがおかしいって言って

いるんですよ。丁寧な説明って再三言われているじゃ

ないですか。 

○田邊雄三市民環境部長 古都委員の御指摘のところ

につきましては、大幅に今回変わっていたというとこ

ろがありますので、そこは御説明が漏れていたという

のは申し訳ありませんでした。 

○古都宣裕委員 ほかの委員会等、今までの質疑の中

でもですね、いろいろな箇所で丁寧な説明をお願いし

ますと、それを受けてわかりましたというのは、こう

いった箇所、見てわかるところもありますけれども、

ここだって質疑が出てきて初めてこういう差を比べら

れて、さらにこういう質疑があってから初めて答える

んじゃなくて、こういうところはあらかじめ丁寧に説
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明しておかなければいけない部分だと私は思います。 

そもそもですね、今回、議案の中で第12号の補正と

して上がってきていますけれども、債務負担行為とい

うのは、特にこれだけ大きいですから、また別の議案

としてすべき内容だと思うんですよ。それをなぜ今

回、議案第12号に一緒にして審議にしたのか、その理

由を問いたいと思います。 

○田邊雄三市民環境部長 補正予算を上げるに当たり

ましてはルールに従って、決められた制度のもとで行

っておりますので、これだけがこういうふうに上げた

わけではなくて、これまでもそういう形で議会のほう

には上程しているところでございます。 

○古都宣裕委員 ルールはわかるんですけれども、丁

寧な審議、丁寧な質疑があるには、やはり大きな区分

の部分では債務負担行為と補正という形で、本当に数

字の部分ってまた別だと思うんですよね。それを考え

たときには、やはりこれは別審議が必要だった部分で

はないかなと私は思います。 

取りあえずですね、今までの審議を聞く限りでは、

とてもじゃないですけれども、網走市の未来の減容化

を最大化するためには、こうした日程の短い中で、質

疑があったから、じゃあ管内から北海道に変えますと

か、そういった形の中でも期限は変えませんって、大

きくたくさんの意見をもらうという部分と相反するよ

うなことが起きると思うんですよね。やはり、それを

するためにはもう少し準備が必要なんじゃないかなと

思いますので、本議案については反対いたします。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは次に、修正案の提案説明をお願いしたいと

思います。 

村椿委員、修正案の説明をお願いいたします。 

○村椿敏章委員 令和６年度網走市一般会計補正予算

中、関係分に対する修正案を提出させていただきまし

た。 

ただいまから、修正案について御説明をさせていた

だきます。 

議案第12号令和６年度網走市一般会計補正予算を次

のように修正いたします。第２条債務負担行為の補正

について削除する。第２表債務負担行為補正について

削除する。 

この債務負担行為の補正につきましては、12日と本

日の文教民生委員会の中で様々議論が行われたところ

であります。 

大方の意見からの質疑に対しまして、市民環境部の

各担当者からも説明がなされたところでありますが、

私たち議員として納得できるもの、理解できるものは

非常に乏しい内容であったと考えております。 

まず、最終処分場は二軸破砕機による破砕、またご

みの掘り起こしによりごみの減容化が進み、さらにか

さ上げにより令和15年１月まで使用できることから、

今までどおり網走市内の事業者による指名競争入札で

よいと考えます。それならば、債務負担行為を設定す

る補正は２月から３月初めで間に合います。 

また、さらに処分場の延命化が必要ならば、来年度

に延命化方策の調査を全国の専門事業者を対象にして

プロポーザル方式で委託し、その成果品を基にして市

が方針を決めて委託仕様書に明記することで可能だと

考えます。 

以上の理由から、債務負担行為の補正について削除

する修正案を提出させていただきました。 

以上です。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

ただいまの村椿委員の修正案に対して質疑ございま

すか。 

○古田純也委員 今、村椿委員から、指名競争入札を

するべきだという御意見に関しまして質問させていた

だきます。 

先ほど、原案の中ではプロポーザル方式というの

が、やはり提案者また発注者の意見を組み入れて最適

な方法を選ぶ、また業者の専門知識を利用するという

部分なんですけれども、それよりも指名競争がいいと

いうふうに判断されたのはどういうことでしょうか。 

○村椿敏章委員 まずですね、この提案理由の中で話

をさせてもらいましたが、令和15年１月まで最終処分

場は使えるということを網走市は表明しています。そ

れであと８年間使いますから、今までどおりの網走市

の地元の事業者で十分にできると考えております。で

すから、今年ではないですけれども、それ以前の最終

処分場の委託については指名競争入札でよろしいと考

えました。 

以上です。 

○古田純也委員 今まではやはり指名競争入札でやっ

てきた実績があるんですが、さらにその評価と期待を

かけるためのプロポーザル方式という部分に関して

は、村椿委員はどう感じていますか。 

○村椿敏章委員 プロポーザル方式が悪いというわけ

ではないんです。ただですね、先ほど言いましたよう

に、全国でごみの委託を受けている処理事業者に対し

てプロポーザル方式を求めるというものについては、
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町に処理事業者がいない場合、そのときに周りから会

社が入れるようにという部分でプロポーザル方式を取

り入れたものだと思っています。ですから、網走の場

合、処理事業者がおりますから、網走市の事業者を育

てて、そして網走のごみを破砕して処分するというと

ころはできると思っています。 

そして、今まで指名競争入札で行っていたわけです

けれども、その事業者も特に問題なく埋立てにしろ破

砕事業にしろできていたという実績がありますから、

十分可能だと思います。 

以上です。 

○永本浩子委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

ほかに質疑ございますか。 

○里見哲也委員 質問なんですけれども、この議案第

12号の、先ほどまで話していました補正予算の債務負

担行為の削除ということですけれども、ちょっと先ほ

ど来プロポーザルの話もありましたが、公平性という

観点で、公にどなたでも手を挙げられるという意味で

は、その業者さんの部分については排除するわけでは

なくて、どなたでも、今いる方も含めて挙げてくださ

いということにもちろんなるかと思いますし、今回中

間処理施設が白紙になったことも合わせて、より減容

化のスピードが急がれるというのか、最終処分場を長

持ちさせる必要があるということの中でこの補正予算

自体が出ていますので、これを否定するというような

ことなんだろうと思うんですが、この公平性とスピー

ドということに対しては、現行はやっぱり問題あると

いうお考えなのでしょうか。 

○村椿敏章委員 公平性とスピード、スピードという

のは何のスピードか、お願いします。 

○里見哲也委員 スピードというのは、例えば１年間

とかという話を、何か月という話も含めてですけれど

も、より減容化のスピードを早くして、最終処分場が

満杯になるスピードを遅くするという、減容を速くす

るスピードと、満杯になることを遅くするスピードと

いう、そういう意味です。 

○村椿敏章委員 減容化をさらに進めるということに

ついては先ほど私も話させてもらったんですが、今回

の二軸破砕機、この破砕機の効果が非常に高いと私は

評価しています。あわせて掘り起こして、今まで二軸

破砕機がない中で埋め立ててきたもの、これがやっぱ

り大きな容積を持っていたんだと思うんですよ。これ

も掘り起こしで縮減できましたから、かなりの効果が

出たと思います。これを今年にやったわけですから、

効果も出たわけですから、合わせて令和15年１月まで

もつという見通しも立ったわけですから、今すぐこの

債務負担行為をしてプロポーザル方式で契約するとい

う形にしなくてもいいと考えました。 

○里見哲也委員 お考えはわかりました。 

ただ、私、さっきの質問でもしたんですけれども、

２年間掘り起こして再度ふるいにかけて延ばすという

のはちょっと別の論議に、今回の12号の予算はちょっ

と分けて考えているものですから、12号は、現在、毎

日のように運び込まれるごみをどうしようかというこ

とだというふうに理解していますが、いかがお考えで

すか。 

○村椿敏章委員 結果的にですね、今入ってくるごみ

をどう減容化するかというところは、この間の延命化

の方針によるものと考えています。ですから、破砕と

それから二軸破砕機を使用するということで減容化は

進むと考えました。 

○里見哲也委員 お考えはわかりました。 

質問は以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。よろし

いでしょうか。 

○栗田政男委員 委員長、委員間討論して構いません

か。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

今、栗田委員のほうから委員間討論の申し出があり

ましたけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではどうぞ。 

○栗田政男委員 ありがとうございます。 

先ほどから聞いていますと、里見委員のほうから、

今入ってくるごみの減量を議論するのが今回の補正だ

ということとの関連は多分全部してくるんだろうと思

いますね。ですから、予算の性質上こういう形になっ

ていますが、これから発生するごみについてのみの処

理方法を云々という今契約内容ではないというふうに

私は理解しているんですが、その差異ってどうして生

まれるのかな。 

○里見哲也委員 考えの差異と言われましても、私は

ちょっとそのように考えたんですよね。11月に別の議

論の中で、来年と再来年は金額で言うと1,500万円の

追加をして、掘り起こしのふるいにかけて、それによ

って令和15年１月まで延ばすということが１回もう示

されているのと別に、今回12号の中では毎日運ばれて

くるこのごみを、つまり今も、来年の４月もですね、
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これをどうやって減容化していくかということが今回

の12号というふうにちょっと質問をしましたけれど

も、そういう理解ですから、差異ということで言えば

機械は同じなのかもしれないですけれども、作業はど

ういうふうにやるのかわからないが、まさしくそのと

ころ、プロポーザルでやるんだからちょっと別かなと

いうふうに考えたわけです。 

○栗田政男委員 何となくわかるし、別物だというこ

と。確かにそう言われてみるとそうなんですが、基本

的にはこのごみ行政、自治体がしっかりやらなくちゃ

いけないという決まりになっていますよね。 

今、訳あって、埋立ての部分とリサイクルの破砕の

部分というのは違う業者が請け負っているんですよ。

これについての見解は全然、先ほどの話を聞いている

と、広く一般に公募することになったらしいです。本

当にこの期間で広く公募ができるのか見てみたいし、

その検証もしてみたいと思います。個人的には、あま

りにも短い期間で馬鹿にしているんじゃないかなとい

うふうに私、個人的にですよ、あくまでも思います。

そういうことも踏まえて、里見委員のほうがそのこと

に関しての見解というのは全然ないんでしょうか。 

○里見哲也委員 ちょっと表現方法は別としてです

ね、この日程を見ますと、審査する日程自体は、審査

というか、提案書を提出する期間というのは、来年の

１月の中旬から２月上旬までとなっておりますから、

まさしく１か月ぐらいで、これを短いと考えるか長い

と考えるかということになるかと思うんですけれど

も。 

一般的には今まで継続してやっている人はすでに知

見が、この地理的なことを含めた知見があるので、こ

れをプロポーザルでやるとしたときには、本当に基本

的には有利なのではないかなという、経験、実績がす

でにあるということの中でですね、一般的にはそうか

なと思うので、決して不利というようなことには私は

考えないということですね。 

○栗田政男委員 現状は２つの業者が分担してやって

いますよね。その現状と今回の市側の提案というのは

全く違って、一本化に以前のように戻して、しっかり

とした審査をした上で、それが市内業者になるか市外

業者になるか、北海道の遠いところになるかはわかり

ませんがという前提でお話をしているんですが、それ

については全然問題がないということでよろしいでし

ょうか。 

○里見哲也委員 はい、そのとおりです。 

○栗田政男委員 同じようなことを古田委員にも聞き

たいんですが、趣旨としてはいろいろお話をしている

中では全く問題がないような話だったんですが、僕は

問題があるから先ほど来いろいろな発言をしています

し、本来網走市が取るべきこの行動が本当に正しいの

かという部分を、なかなかこの議会という場では言い

にくい部分も多々あります。裏の部分、隠れた見えな

い部分については言うべきではないというふうに思っ

ているので、ありますが、やはり表向きであっても網

走の企業をしっかりと守り育てるのが当市の姿だと思

うんですが、それは全く無視をして、効率的、なおか

つコスト的に有利な選定をすべきだというふうにお考

えなのかどうかをお尋ねしたいと思います。 

○古田純也委員 最優先に考えるべきことは、もちろ

ん地元の企業に対する考えも重要だと思いますけれ

ど、市民にとって支障がないようにする、将来的なこ

とを考えると、やはり減容化が１日でも早く専門家の

意見を取り入れることができるプロポーザル方式とい

うのは、私は今までの指名入札よりは期待できるのか

なという考えでいます。 

○栗田政男委員 つまり全くそういうことは関係なし

で、コスト重視でいくというように受け取ってよろし

いということですね。 

○古田純也委員 コスト重視というよりは、その実績

というか、発注者の考え、そして提案者の考えという

のを価格だけでは評価できない部分はあると思いま

す。 

○栗田政男委員 ごもっともなお話だと思いますし、

そういう意見もあるんだなということでお受けをした

いと思います。 

私のほうから委員間討論は、以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかに討論ございます

か。 

○古都宣裕委員 今回ですね、そもそもプロポーザル

になっているというのは、一番の元凶をたどれば、計

画がずさんで埋まるのが早かったから、何とかしよう

何とかしようと思っていっぱい予算を投じてやってき

た中で、今回プロポーザルを提案した理由として、減

容化の効果を最大限発揮しようとしているところだと

僕は認識していたんですけれども、その中でですね、

今の計画ですと２か月ない中で決めようとしている中

で、例えばですけれども、もっと長い期間を取ってプ

ロポーザルの周知、そして募集をしたほうと、どちら

がよりたくさんの応募やアイデアが出るとお考えです

か。それとも変わらないとお考えですか。 

〔「どなたに対して」と呼ぶ者あり〕 
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これは賛成の方に聞きたいですね。賛成というか、

修正案に反対の方に。 

○永本浩子委員長 委員間討論ということでしょう

か。 

もう一度、古都委員のほうからも御要望がありまし

たけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

今、栗田委員のほうから終わりますということでお

話があったばかりでしたので。 

○古田純也委員 指名競争入札よりもプロポーザルを

選んだほうがより多くのことを……。 

○古都宣裕委員 僕が言ったのは、今回提案されてい

る期間ですと、２か月もない期間の中で決めていかな

ければならないところですけれども、プロポーザルで

進める中では、もっと長い期間を取ったほうがたくさ

んの企業の応募やアイデアが出てくると思うんですけ

れども、今、この修正案に対して反対の方は、今の提

案の期間の中でもアイデアは変わらない、むしろ長く

取ったところで変わらないというふうな考えなんです

かというのを聞いているんですよね。 

○古田純也委員 もちろん時間をかけてしっかり考え

ていくということも重要だと思いますが、実際には契

約期間満了というのが３月にあります。そして、もし

かしてその業者は今後、今後とは言えないですね。延

長に対して承諾得ない場合もあるという、得ない場合

は本当に市民生活に支障をきたすというふうに私は思

っておりますので、このプロポーザル方式を行い、２

月に業者選定するという考えです。 

○金兵智則委員 実際問題、まだ賛否は一言も言って

いないんですけれども、古都委員のほうからもういい

加減明らかにせいということで、多分修正案に反対の

委員に質問ということだと思いますので、ちょっとお

答えをしたいなというふうに思いますけれども。 

もちろん期間を長く取って広く門戸を開いたほうが

たくさんの応募が集まる確率はもちろん高くなると思

います。でき得ることであれば、少しの期間でも構い

ませんので、皆さんが少しでも納得できるように期間

の延長というものも実際に求めたところではあります

けれども、なかなかもしかすると受けてくれる業者が

いないため穴が空くかもしれないといった中で、門戸

を広くした、透明性を確保するといった中で推し進め

る中であればどうだというような話もありましたけれ

ども、ただ、知見をお持ちの業者の皆さんは、このス

ケジュールの中でプロポーザルをやることにそこまで

不利があるのかどうかというところはまた１つあるの

かな。新規で参入する分にはもちろんやっぱり時間が

あったほうが応募はしやすくなるというふうに思いま

すけれども、そういった考え方もなきにしもあらずか

なというふうに思いますけれども。 

古都委員からの質問、疑問に答えるならば、やはり

期間が長いほうが多く集まるという理解もあります

し、少しでもちょっと長くしたらいいかなという思い

もまだ僕は持っていますけれども、僕の立場で答えさ

せていただきたいと思います。 

○里見哲也委員 期間の短さと応募者数の多いか少な

いかに関しては、やはり長いほうが応募者数は多いだ

ろうと想像はします。ただ、一般的に参加しようとい

うような場合の意思と期間というのは、最初のほうが

ばばばっとあって、後ろを長くしても、もうほとんど

いないというケースで、私が考えるときには、今回は

４月のスタートをするためには逆算的な日程にはなっ

ていますけれども、やむなしというふうに考えます。 

○古都宣裕委員 そうなんですよ。そもそも４月にス

タートしようとして考えてやってきたことの期間が、

先ほどの委員会質疑の中ではほかよりも長く取りまし

たよって言っていますけれども、今回の目的はこの期

間にやりたいというスピード感を優先しているからお

かしなことになるのであって、本来、減容化を最大限

効果的にやるためには、どんなアイデアがあるかなと

いうのを広く意見をもらった上で決めていくべきこと

ですよね。その中で選ばなければいけないし、これだ

と効果が出そうだなというのを比較検討していかなけ

ればいけないわけで、いっぱい多く意見をもらってか

らそれを比較検討してやっていく中ではスケジュール

としては大変厳しいものでありますし。 

仮に、道内という広いところで募集するという話が

急に出ましたけれども、そうなるとですよ、これ２月

末に決まって、３月、４月１日から変わる、人の募集

とかそういった現実的なところを考えると、本当に道

内に募集するが、道内の事業者にやってほしいという

気持ちは全く見えない日程なんですよ。それは結論あ

りき、この日程ありきだから。そうじゃなくて、減容

化を最大限にって言うんだったら、やっていることが

違うんじゃないかというので、私はこの債務負担行為

を今やるのは拙速だから、今、別にですね、一般競争

入札でやっていたわけだから、もう１年ぐらいそうい

う形でやって、その上でこれを進めるんだったら進め

る。 

もう進めるにしても、行政の失敗でこうなっている

のは致し方ない部分があるんですけれども、そうした
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ところを認めながらですよ、やっていくのと、今こ

こ、さらにまた拙速にやって、後からああすればよか

ったなという話にならないように、ここを議論してち

ゃんとしていかなければいけないんじゃないんですか

という話をしているんですよね。その点は考えていら

っしゃいますか。 

○古田純也委員 もちろんこのタイムスケジュールの

中で最大限の減容化を図るということを考えるのは厳

しいかもしれませんが、それを専門業者の意見を取り

入れながら実際に稼働していこうという考えというの

を、私は評価している部分です。 

○永本浩子委員長 古都委員、よろしいでしょうか。 

〔「意味がわからない」と呼ぶ者あり〕 

○永本浩子委員長 すみません、発言するときは手を

挙げて。 

○里見哲也委員 最大の効果を得るための選考のため

の期間というのか、履行期間ということにやはり関連

すると思うんですけれども、やっぱりスケジュールと

いうのは、いずれにしてもどこかで切らなければなら

ないとしたときに、この４月からということを決めた

責任は市にあると思うんですよね、本当はもっと日に

ちを取るべきだったとかということに。ただ、それは

やってみないとわからないので。 

そういう意味では、提案は市のほうから来ています

から、それを議決とかこうやって今お話し合いしてい

ますけれども、最終的には我々がどのように賛成した

か反対したかがあってもですね、やはりこういうもの

を提案してきた市は責任を持って提案してきていると

いうふうに私は思いますので、そこはこのスケジュー

ル感で今からでも一応間に合うのであれば、これはこ

れでよしとすべきかなというふうに思います。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午後４時27分休憩 

午前５時24分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

それでは、委員間討論の古都委員の質問に対する答

えからということで。 

○里見哲也委員 期日や期間に関わるスケジュールの

点でわかりづらいお話を私がしたんだと思うんですけ

れども……、違う。 

○古都宣裕委員 減容化を最大化するスケジュール

を、そのスケジュールでは集まらないんじゃないかっ

ていう、ほかのところに決めるしか時間がないから、

見えないから、結局提案もなかなか難しいんじゃない

かということを含めた上で、ちゃんと期間を取るべき

じゃないかということです。 

○里見哲也委員 失礼しました。 

ちゃんと期間を取るべきという、そのとおりかと本

当に思いますけれども、さっきもお話ししましたが、

４月スタートするためにはこれでよしとするという考

えです。 

○金兵智則委員 減容の最大化を目指すためにスケジ

ュールの時間を取ったほうがいいという御意見、御質

問なんだというふうに思います。なかなかおっしゃる

とおりの部分も多々ある中で、ちょっと１点理事者の

皆さんに説明を求めたいなというふうに思うんです

が、やっぱり延ばすのは難しいんでしょうか。 

委員長、すみません、１点だけ確認をさせてくださ

い。 

やっぱり難しいんですか。一月でも二月でもしっか

りと時間を取ってやっていくという意思表示をしてい

くというのは難しいものなんですか。 

○田邊雄三市民環境部長 今現在のスケジュールで考

えておりますので、延ばすことは難しいというふうに

考えておりますし、現契約が３月末ということもあり

まして、そういった面からも難しいというところでご

ざいます。 

○金兵智則委員 それが１年でも、年度で考えるから

という答弁もありましたけれども、１年でもやっぱり

難しいということなんですよね。このスケジュールで

こなしたいからというところで、別にそこは変更、皆

さんの話を聞きながら、広告の期間、全ての期間を延

ばしてじっくりやっていくというところは、やっぱり

難しいですよね。 

○田邊雄三市民環境部長 延命化の対策に１日でも早

く入りたいということで御提案しておりますので、今

のままのスケジュールで考えております。 

○金兵智則委員 その辺も踏まえてお答えすると、や

っぱり期間は延長したほうがいいというところは、も

うおっしゃるとおりだというふうに僕自身も思いま

す。ただ、令和15年１月まで最大でもつので大丈夫と

いう言い方も実はちょっと難しくて、１日でも早くや

っていくという市側の考え方もわからなくはないで

す。 

ただ、いつもよりプロポーザルの期間は長いという

のも理解はできるんですけれども、何分初めてのこと

ですので、今までやってきた業者ですら、プロポーザ

ルに向けての資料づくりという中で時間的にはどうな

んだろうと思うところもやっぱり改めて考えるところ

なので、時間は取ったほうがうまくいくという感じも
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しますという答弁になると、なかなかちょっとつじつ

まが合わなくなってくるのですが、それらを踏まえた

中で難しい問題だなというふうに思うところです。 

○永本浩子委員長 それでは、委員間討論に関しては

この辺で終了ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは次に、議案の採決のほうに入りたいと思い

ます。 

まず、先に修正案について採決したいと思いますけ

れども、採決は起立によって行いたいと思います。 

それでは、議案第12号令和６年度網走市一般会計補

正予算中、所管分の修正案について、可決することに

賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

ありがとうございます。 

可否同数ということになりましたので、それでは賛

成３名、反対３名で可否同数となりましたので、網走

市議会委員会条例第15条により、委員長の決するとこ

ろによるということで、私の見解を述べさせていただ

きます。 

このたびの中間処理施設建設予定地の白紙撤回は、

予定地そのものを一から探し、検討し直すというもの

で、最終処分場の残余年数が逼迫している当市にとっ

ては大変重大な問題です。 

これまでの対策だけでは間に合わない可能性が出て

きたときだからこそ、専門業者の知見と技術力をお借

りして、少しでも長く使えるようにするために、企画

提案の中身を重視するプロポーザル方式で業者を選定

することは、市民生活に直結する大切なことであり、

将来的に市民の皆様の税金の無駄遣いをなくすことに

つながると考えます。 

また、関連業務を一本化し、３年間にすることで、

作業がスムーズになり、人材の育成と計画的な事業の

実施にもつながると考えますので、村椿委員から提出

された修正案には反対いたします。 

ということで、この修正案に関しては、大方の反対

により修正案は否決すべきものとして決定してよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定しました。 

次に、原案についてお諮りいたします。 

この議案の採決も起立によって行います。 

議案第12号令和６年度網走市一般会計補正予算中、

所管分の原案について、可決することに賛成の委員の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

ありがとうございます。 

それでは、採決の結果、賛成３名、反対３名で可否

同数となりましたので、網走市議会委員会条例第15条

により、委員長の決するところによるということで、

私の見解を述べさせていただきます。 

先ほどと同じ内容ですが、この議案に対しては原案

に賛成ということで述べさせていただきます。 

ということで、原案については、大方の賛成者によ

り原案可決として決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定いたしました。 

それでは、これで文教民生委員会を終了いたしま

す。 

お疲れさまでございました。 

午後５時37分閉会 


